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創刊にあたって

税については、行政府や利益団体に左右されることなく独創性や新規性

のある研究論文や見解などを公表する場が狭まってきています。この背景

には、研究者の自律的な研究意欲の弱まりに加え、紙ベースの商業的な税

務雑誌の採算性の悪化、類似記事の氾濫、ハウツー物に劣化した掲載方針

などさまざまな原因があるものと思われます。

税のあり方については、真に国民サイドに立った議論ができるフォーラ

ムが必要です。こうした要請に応えるために、国民税制研究所（JTI ＝
Japan Tax Institute）は、機関紙「国民税制研究」（Japan Tax Journal）の
創刊につづき、「JTI 税務ニューズ」の創刊にこぎつけました。各界から
寄せられた厚情と協力に心から感謝申し上げます。

「JTI 税務ニューズ」は、速報性を重視し、独創性や新規性のある論説
や事例研究などを、電子ベースで公表できるフォーラムです。

創刊号の発刊を機に、研究者はもちろんのこと、税の実務家や大学院生

など幅広い分野の方々に参加いただき、新たな「税研究の道」を拓いてい

きたいと思います。

２０１４年６月２０日

国民税制研究所（JTI ）代表
国際税法学者

石　村　耕　治



福祉の充実をうたい文句に、これまで５％で

あった消費税が、２０１４年４月１日から８％

に引上げられた。〝名ばかり福祉国家〟、福祉

の充実に便乗した〝値上げ〟〝負担増〟は、消

費税アップに留まらない。医療費の負担増や年

金保険料の引上げなどの多岐にわたる。その一

方で、年金は減額である。まさに、生活者（消

費者）は、〝泣きっ面に蜂〟である。

一方、この１７年ぶりの消費税アップを隠れ

みのとした事業者による便乗値上げが疑われる

ケースが各地で報告されている。

牛丼の吉野家のようにはっきり「値上げ」を

打ち出している事業者も多い。しかし、一方

で、金額の表示をそのままにしながら、「税抜

き」表示を巧妙に活用し、生活者から税率アッ

プを超える金額を取るズルなやり方が横行して

いる。

今回の消費税アップのタイミングに合わせ

て、企業や店舗など不特定多数の生活者（消費

者）相手の事業者は、２０１３年１０月から２０

１７年３月までの特例として「税抜き」表示が

認められる。この特例に便乗し、これまでの税

込価格表示をそのまま税抜きの本体価格に設定

する事業者がいる。あたかも税込みと誤認しか

ねない表示なだけに、生活者は注意が必要だ。

◆巧妙な便乗値上げの手口

コンビニ業界やスーパー業界などは、〝消費

落ち込みは想定内〟とか、安倍政権を刺激しな

い姿勢を貫いている。だが、消費者はそんなに

おバカさんではない。生活者の間では不満がた

まってきている。

近所に住む主婦が不満げにいう。彼女の自宅

近くのスーパーに入っている鮮魚店が、そのス

ーパーの外税化方針にそって、３月に例えば刺

身盛り合せ４９９円の税込価格はそのままにし

てさりげなく「税抜き」価格に変更し５％を上

乗せしたという。そして４月１日からは、その

値段に８％を上乗せしたという。しかも、パッ

クには税抜きとも税込とも表示していないのだ

からあきれる、と話していた。

たしかに、鮮魚とか野菜は、相場が毎日動く

のだから便乗値上げではないとの反論もあり得

る。しかし、価格に敏感な主婦には不信感が募

る。

◆問われる場当たり的な価格表示政策

小売の現場では、事業者は、２００４年４月

１日から生活者（消費者）を対象とする取引に

ついては、消費税を含む「総額」で表示（税込

表示）するように法的に義務づけられている

（消費税法６３条）。つまり、「１,０５０円」、

「１,０５０円（税込）」、「１,０５０円（本

体価格１,０００円）」などの表示が強制されて

いる。

このように総額表示を義務づけたのは、「１,

０００円＋税」のような表示（税別表示）で

は、消費者が負担する消費税額が一目でわかる

から、将来の税率引上げのネックとなることを

心配してのことである。つまり、財政当局に

は、総額表示で生活者に目つぶしを食らわす必

要があった。税を価格に組み込んだ総額表示を

すれば、生活者はいくら消費税を払っているか

分かり難くなる。生活者の税痛感をなくせば、

将来の消費税の引上げも容易との読みがあった

からである。

当初から財政当局のもくろみは〝消費税率の

倍増〟にある。つまり税率５％から１０％への

大幅引上げである。だが、こうした急激な引上

げで生活者が反発し、政権崩壊につながっては

元も子もない。税を搾り取る生活者の税痛感を

和らげようとのことで、５％➞８％➞１０％と

いったかたちでの段階的な税率引上げを画策し

た。
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◆総額表示義務の時限的解除特例

短期間での度重なる消費税率アップでは小売

の現場が混乱し、値札の張り替えなどのテマも

大変である。場当たり的な対応とも思えるのだ

が、２０１３年に「消費税の円滑かつ適正な転

嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為

の是正等に関する特別措置法」（以下「転嫁特

例法」という。）という名の法律を制定し、同

年６月に公布した。この転嫁特例法に基づき、

２０１３年１０月から総額表示の義務化を解除

し、税込の総額で表示しなくてもよいとした

（１０条）。

税抜表示にしておけば、来年にも税率が予定

どおり８％から１０％にアップした場合でも、

「１,０００円＋税」といった同じ表示で乗り切

れると読んだためだ。つまり、今度は、短期間

での段階的な消費税率引上げには〝総額表示を

義務づけ〟がジャマになったわけである。事業

者も生活者も〝御上の勝手〟に振り回されてい

る。

この総額表示の義務付けの解除は、あくまで

も、２０１３年１０月から２０１７年３月末の

法失効までの時限特例として認められるもので

ある（総額特例法附則２条）。

◆小市民いじめの巧妙な便乗値上げ

総額表示をしなくてよくなったことで、事業

者は、１,０００円の商品を「税抜き１,０００

円」、「１,０００円＋税」、などといった表示

が可能になった。もちろん、生活者の感覚とし

ては、これまで税込１,０５０円だった商品やサ

ービスが、１,０８０円になるなら、受け入れざ

るを得ない。しかし、事業者が１,０５０円とい

う表示を維持したまま、１,１３４円を支払うよ

うに生活者に求めるのであれば、便乗値上げと

の批判を受けるには当り前と思うのだが。

消費者庁は、便乗値上げ情報・相談窓口（電

話０３‐３５０７‐９１９６）を設置してい

る。ここの担当者は「確かに、１,１３４円は便

乗値上げではないかとの苦情は何件も寄せられ

ているが、便乗値上げというのは、理由もなく

本体価格をつり上げることであり、理由があれ

ば、それをいちがいに便乗値上げだとは断言で

きない」との歯切れの悪い事業者寄りの見方を

示しているという。 この庁の姿勢は、相変わ

らずである。生活者には、こうした対応をする

役所の存在自体が、血税の無駄遣いのように思

えてならないのだが。

生活者は、疑惑の事業者には不買運動で対応

するしかないということなのかもしれない。し

かし、力のない小市民である一般の生活者にと

っては、不買運動もままならない。便乗値上げ

て被害を被っても、助けを求められないとすれ

ば、まさに〝弱いものいじめの消費税アップ〟

そのものに見える。

◆〝名ばかり福祉国家〟に便乗した〝値上

げ〟の津波

消費税法を改正し、「消費税の税収について

は、・・・毎年度、制度として確立された年

金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化

に対処するための施策に要する経費に充てるも

のとする」（消費税法２条２項）とうたった。

だが、消費税アップに伴う景気失速に対応す

るためとの名目で５.５兆円もの公共事業への血

税投入などを聞くと、唖然とする。〝次の世代

に国の借金を肩代わりさせない〟などのスロー

ガンにはまったく真実味はない。プライマリー

バランスの均衡などは吹っ飛んでしまってい

る。消費税アップに伴い、消費税法改正で挿入

された「消費税の社会保障財源目的税化」の

呪文は、生活者には〝単なるリップサービス〟

にみえたとしても仕方があるまい。

〝名ばかり福祉国家〟のアベノミクスでは、

家計への〝値上げ〟、〝負担増〟は消費税アッ

プに留まらない。福祉の充実に便乗した医療費

の負担増や年金保険料の引上げなどの利用者負

担金の改訂メニューが並ぶ。その一方で、年金

は減額である。

政府試算では、消費税増税分や年金保険料引

上げ、年金の減額などを合わせた２０１４年度

のトータルの家計負担は９兆円にも膨らむ見込

みである。〝名ばかり福祉国家〟に便乗した〝

値上げ〟の津波に呑み込まれる生活者はお先真

っ暗である。このままでは、〝税重くして、民

滅ぶ〟。

JTI編集局長
中村克己（なかむらかつみ・税理士）
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◎はじめに

行政不服審査法（以下「行審法」という。）

が全面改正される。平成２６年３月１４日に行

政不服審査法および行政不服審査法関連法案が

閣議決定され、国会に提出された1。これら行

審法改正法案とともに、国税通則法改正法案

（以下「国通法改正法案」という。）が３００

本以上の関係法律の一つとして、今通常国会で

審議される。これら行審法改正法案や国通法改

正法案などが通れば、国税や地方税の不服申立

手続、国税不服審判所の審理手続などが大きく

見直され、法成立後２年以内に新制度に移行す

ることになる。今回の改正法案は、前回平成２

０年に提出され廃案となった法案の中身とかな

り似ている。今回の改正の主なポイントは次の

とおりである。

◆異議申立前置主義の廃止

現行の不服申立制度では、納税者権利救済ル

ートは、国税では税務署など原処分庁に対する

「異議申立て」と国税不服審判所に対する「審

査請求」との二本立てになっている（国税通則

法７５条・１１５条）。つまり、審査請求は、

青色申告にかかる更正処分に不服がある場合

（国税通則法７５条４項１号）などを除き、原

則として異議申立てをしないでこれを行うこと

はできない。

こうした二本立ての仕組み（不服申立前置原

則）は、簡易迅速に納税者の権利利益を救済す

るにはマイナスとの意見もある。そこで、現行

の異議申立ルートは原則として廃止し、審査請

求に一本化することにしたわけである。

もっとも、異議申立ては、駈込み救済ルート

としてはむしろ手軽との意見もある。そこで、

国税など不服申立てが大量に行われる行政分野

に限定して、現行の「異議申立て」を「再調査

の請求」（仮称）という名称に変更したうえで

残すことになっている。そして、納税者が、再

調査の請求か審査請求のいずれから不服申立て

をはじめるかを選択できるようにする。

また、不服申立期間についても、延長され

る。つまり、現行は処分のあることを知った日

の翌日から２ヵ月以内とされている（国税通則

法７７条１項）。これが３ヵ月以内に延長され

る。

しかし、現行の異議決定後の審査請求期間

【改正後は再調査の請求決定】後の審査請求期

間１ヵ月（国税通則法７７条２項）は延長され

ない。

◆審理関係人の物件閲覧およびコピー請求権

の法認

それから、現在、国税不服審判所で審査請求

手続に参加する審理関係人（審査請求人、参加

人および処分庁）は、担当審判官の職権収集資

料を含め物件について〝閲覧〟は認められる。

しかし、〝謄写（コピー）〟は認められない。

今回の改正で、〝謄写（コピー）〟もできるよ

うになる。

◆審査請求人への手続的保障の強化

審査請求人から口頭意見陳述の申立てがあっ

たとする。この場合、担当審査官は、その機会

を与えなければならないとされている（国税通

則法８４条１項・１０１条１項）。改正法が通

ると、審査請求人は、原処分庁に対し質問する

【制度改正】不服申立手続や国税不服審判所の改革の動向
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不服申立手続や国税不服審判所の
改革の動向

【制度改正】

辻 村 祥 造 （国民税制研究所常任運営委員）

総務省「行政不服審査法案」および「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」（平成２６

年３月１４日）http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
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ことが認められる。これは、対審的な仕組みを

組み入れ、適正な手続を強化しようとするもの

とみることができる。

また、改正法では、審理の迅速化がはかられ

る。事実関係が複雑な事例については、審理事

項や手順を整理するために審理手続を計画的に

遂行するための規定が整備される。

◆審判所が通達と異なる裁決をする場合の手

続の改正

国税不服審判所長が国税庁長官の法令解釈

（通達等）と異なる解釈による裁決または重要

な先例になる裁決をするときの手続（国税通則

法９９条）が改正される。まず、国税庁長官の

国税不服審判所長に対する指示が廃止される。

改正されると、国税庁長官が国税不服審判所長

の意見を相当と認める一定の場合を除き、国税

不服審判所長は国税審議会の議決に基づいて裁

決するように求められる。

この改正は、国税不服審判所の国税庁からの

独立性を高めることにねらいがあるとされる。

しかし、国税審議会の委員の人選が当局寄りで

ある現状では、過大な期待はできない2。

◆求められる建設的な改革

日本税理士会連合会（日税連）は、おおむね

今回の改正に同調する内容の意見書を公表して

いる。日本弁護士連合会（日弁連）は、国税不

服審判所を国税庁から内閣府への移管、裁判所

への租税専門部の設置など、税務争訟制度の抜

本的な改革を提言している。

近年、イギリスでは、従来の縦割りの審判所

制度を抜本的に改革し、横断的な二審級制の総

合行政審判所を発足させた。従来の縦割りの各

種租税審判所は、第一段階審判所租税部、上級

審判所金融租税部として再生、２００９年４月

に新たな船出をした。そして、審判官には、行

政官ではなく、広く法曹を起用した。

わが国での、法科大学院導入に伴う大量の法

曹の誕生、さらには審判所の国民・納税者を権

利擁護機関として再生するという視点などを織

り込んで考えれば、審判所審判官への法曹の起

用を原則とする改革も一案である。また、現行

の縦割りを維持したままの審判所制度見直しで

は不十分である。日弁連が提案するように、各

行政執行庁から独立した横断的な総合審判所の

創設のような抜本的な改革が求められる。

しかし、国民の義務を強化する改憲案が浮上

しているような政治情勢である。国民／納税者

の権利保護を真摯に論じようとする気概が感じ

られないような政党政治が続いている。今回の

制度見直しも行政官僚主導で、国民／納税者本

位の抜本的な制度改革が〝正夢〟になるチャン

スは少ない。

◆国会を通過した平成２６年税制改正法に盛

られた見直しポイント

今回の改正について「国税・地方税不服申立

制度の見直し」のタイトルで、平成２６年度税

制改正の大綱〔平成２５年１２月２４日閣議決

定〕（１０６~７頁）に盛られた。その後、閣

議決定を経て、閣法として国会に提出された。

平成２６年税制改正法「所得税法等の一部を改

正する法律（案）」および「地方税法等の一部

を改正する法律（案）」は、衆参での審議を経

て、平成２６年３月２０日に可決・成立した。

成立した見直しのポイントは、次のとおりであ

る。
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国税審議会については、石村耕治『現代税法入門塾〔第７版〕』（清文社、２０１４年）６２頁参照。2



◆新制度への移行時期

新法の適用は、国税通則法９９条の改正を除

き、改正行審法の施行の日から適用することと

されている。改正行審法の施行は、成立から２

年以内とされている。したがって、平成２８

（２０１６）年から新制度へ移行することにな

る方向である。

【参考文献】日弁連「国税不服申立制度の改革に関す

る会長声明」（平成２６年１月８日）

日税連「行政不服審査法の改正に伴い国税通則法の

改正を求める意見について」（平成２５年１２月２０

日）、「特集：国税不服審判所制度の改革」税務訴訟

６号（２０１２年）、石村耕治「イギリスの租税審判

所制度改革（上）（下）」月刊税務事例４１巻８号・

９号、同「イギリスの租税審判所制度の抜本改革」白

鷗法学１６巻１号、同「イギリスの抜本的租税審判所

制度改革（１）（２）（３）」税務弘報５７巻８号・

１０号・１１号

（つじむらしょうぞう・税理士）

【参考資料】

日弁連「国税不服申立制度の改革に関する会長声

明」（２０１６年１月８日）

去る平成２５年１２月２４日、政府は、「平成

２６年度税制改正大綱」（以下「税制改正大綱」

という）を閣議決定した。

その中には、当連合会が意見書や会長声明によ

って推進を図ってきた国税不服申立制度の改革に

関するいくつかの事項について改正がなされる旨

が決定されている。

その内容は、以下のとおりである。 

１　処分に不服がある者は、直接審査請求がで

きることとする（現行「異議申立て」と「審査請

求」の２段階の不服申立前置）。なお、現行の審

査請求に前置する「異議申立て」は「再調査の請

求（仮称）」に改める。

２　不服申立期間を処分があったことを知った

日の翌日から３月以内（現行２月以内）に延長す

る。

３　審理関係人（審査請求人、参加人及び処分

庁）は、担当審判官の職権収集資料を含め物件の

閲覧及び謄写を求めることができることとする

（現行 審査請求人及び参加人の処分庁提出物件の

閲覧のみ）。

４　審査請求人の処分庁に対する質問、審理手

続の計画的遂行等の手続規定の整備を行う。

５　国税庁長官の法令解釈と異なる解釈等によ

る裁決をするときは、国税不服審判所長は、あら

かじめその意見を国税庁長官に通知しなければな

らないこととする。国税庁長官は、国税不服審判

所長の意見を相当と認める一定の場合を除き、国

税不服審判所長と併せて国税審議会に諮問するこ

ととする。国税不服審判所長は、その議決に基づ

いて裁決しなければならないこととする。
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（１）処分に不服がある者は、直接審査請求ができる

こととする（現行：「異議申立て」と「審査請求」の

２段階の不服申立前置）。なお、現行の審査請求に前

置する「異議申立て」は「再調査の請求（仮称）」に

改める。

（２）不服申立期間を処分があったことを知った日の

翌日から３月以内（現行：２月以内）に延長する。

（３）審理関係人（審査請求人、参加人及び処分庁）

は、担当審判官の職権収集資料を含め物件の閲覧及び

謄写を求めることができることとする（現行：審査請

求人及び参加人の処分庁提出物件の閲覧のみ）。

（４）審査請求人の処分庁に対する質問、審理手続の

計画的遂行等の手続規定の整備を行う。

（５）国税庁長官の法令解釈と異なる解釈等による裁

決をするときは、国税不服審判所長は、あらかじめそ

の意見を国税庁長官に通知しなければならないことと

する。国税庁長官は、国税不服審判所長の意見を相当

と認める一定の場合を除き、国税不服審判所長と併せ

て国税審議会に諮問することとする。国税不服審判所

長は、その議決に基づいて裁決しなければならないこ

ととする。

（６）その他所要の措置を講ずる。

（注）上記の改正は、（５）を除き、改正行政不服審

査法の施行の日から適用する。（地方税）地方税に関

する不服申立て手続について、行政不服審査法の見直

しに伴い、次に掲げる所要の規定の整備を行う。

（１）督促に欠陥があることを理由とする不服申立期

間を、差押えに係る通知を受けた日（その通知がない

ときは、その差押えがあったことを知った日）の翌日

から３月以内（現行：３０ 日以内）に延長する。

（２）固定資産の価格に係る不服審査について、審査

の申出をすることができる期限を、納税通知書の交付

を受けた日後３月以内（現行：６０ 日以内）に延長

する。

（３）その他所要の措置を講ずる。

（注）上記の改正は、改正行政不服審査法の施行の日

から適用する。

●国税・地方税不服申立制度の見直しのポイント



６　その他所要の措置を講ずる。

当連合会はかねてより、民主主義の成立と税制

が深く結び付いていることをも考慮し、納税者の

権利利益の保護について努力を重ねてきた。

特に、平成２３年度税制改正においては、当連

合会として国税通則法の改正に関する意見書、納

税者権利保護法（仮称）の制定に関する立法提

言、「国税通則法改正法案」に対する緊急意見書

を発し、これが平成２３年度税制改正における国

税通則法の改正につながり、理由附記、事前通知

等の質問検査権行使の規定の整備等がなされ、税

制における適正手続保障に関する一連の改正とし

て結実することとなった。

さらに、当連合会としては、平成２６年度税制

改正においては、平成２３年度税制改正に引き続

いて、国税通則法のうちの国税不服申立制度につ

いての提言を行っているところである（平成２３

年度税制改正大綱（閣議決定）においては、遺憾

ながら、国税不服申立制度に関する部分につい

て、行政不服審査法の改正を待って行うこととさ

れていた。）。

具体的には、２０１２年１２月２１日付け「国

税不服審判所及び租税訴訟の制度改革に関する提

言」によって、以下の諸点の改正を求めた。

①　不服申立前置の強制を廃止し、納税者

が、事案や争点の特質に応じて、異議申立て、審

査請求、訴訟提起を自由に選択できるようにする。

②　独立性を担保するため、国税不服審判所

を国税庁から内閣府へ移管する。 

③　国税不服審判所の第三者性を確保し、納税

者の信頼を確保するため、税務行政庁から国税不

服審判所への出向を禁止する。

④　納税者に適正手続を保障するために、不服

審査手続において、全件同席主張審理の導入、処

分庁担当者の出頭義務・回答義務を明定するなど

して、対審構造を確保する 

⑤　処分行政庁が提出した証拠や審判所が職権

で収集した証拠を例外なく閲覧・謄写する権利等

を確保するため、手続を整備する。

⑥　租税訴訟における裁判所の専門性の向上を

図るべく、裁判所に租税専門部を設置する。

⑦　裁判所の公正性（中立性・公平性）につい

て国民の信頼を確保するため、税務行政庁から裁

判所調査官への出向を禁止する。

⑧　不意打ちを防止するため、処分理由の差替

え・後出しを認めない争点主義を採用する。

⑨　柔軟かつ迅速な救済の一手段として、当事

者の合意による解決制度を導入する。

当連合会は、今回の税制改正大綱による１ない

し６の改正の諸点について、１は①、２及び４は

④、３は⑤、５は②をそれぞれ前進させるもので

あって、正当な改正事項として評価するととも

に、閣議決定の内容から後退することなく、速や

かな法改正が実現されるよう強く要望する。

２０１４年（平成２６年）１月８日

日本弁護士連合会

会長　山岸　憲司
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野党４党が、行政不服審査法案（対案）を衆院に共同提出

民主、結い、生活、社民の４党（以下「野党

４党」という。）は５月１２日、「行政不服審

査法案」（以下「対案」という。）を衆院に共

同で提出した。

野党４党が提出した対案では、国民本位の行

政に資する行政救済制度の実現をねらいとして

いる。対案のポイントは、次のとおり。

①立性・専門性の高い審理官制度を創設する

こととし、審理官は外部登用を基本に内閣府が

一括採用する。②審理官制度を創設することか

ら、政府案にある行政不服審査会（第三者機

関）は設置しない。③地方公共団体に対する措

置として、請求者による都道府県または国に対

する請求についての選択が可能なことを明確に

する。④審査庁は、請求を棄却する場合でも、

制度の改善等の意見を関係機関等に述べること

ができるようにする。⑥不服申立期間を、取消

訴訟の出訴期間（行訴法１４条１項、国通法１

１４条、地税法１９条の１１）と同様の６ヵ月

にする（政府案では３ヵ月）。

「行政不服審査法案（対案）」

http://www.dpj.or.jp/article/104364



◆　はじめに

中小法人については、「みなし個人」として

の課税取扱をしてはどうかとの主張がある。法

人の損益を、個人出資者／持分主（メンバー／

構成員）へ配賦（パススルー）して課税するこ

と（以下「パススルー課税」という。）を認

め、法人税ではなく個人所得税のみを課すべき

であるとする主張である1。

ただ、現行の税法では、いわゆる「日本版Ｌ

ＬＣ」、つまり合同会社（会社法５７６条～５

７９条・５８５条）の仕組みを導入しながら、

いわゆる「みなし個人」課税、パススルー課税

を認めず、法人段階と個人段階の双方で所得課

税を行っている。つまり、法人に対する所得課

税（法人所得課税）では、一般の株式会社など

普通法人と同様に取り扱われる2。

また、民法上の組合／任意組合（民法６６７

【論説】パススルー課税が認められる事業体とは何か
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パススルー課税が認められる事業
体とは何か

【論説】

石 村 耕 治 （国民税制研究所代表）

～恣意的な目的論的な法解釈でゆがめられる課税取扱

◆はじめに

１税法解釈についての国際比較

（１）わが国における伝統的な税法解釈論

（２）英米における伝統的な税法解釈論

（３）目的論解釈に傾斜する現代司法

①司法積極主義と目的論的解釈論の展開

②わが国における目的論的税法解釈論の展

開

２わが国での〝法人〟概念

３ハイブリッド事業体とは何か

（１）ハイブリッド事業体に対するパススル

ー課税適用の適否

①ＬＬＣ形態のハイブリッド事業体に対す

る所得課税取扱が争われた事例

②ＬＰＳ形態のハイブリッド事業体に対す

る所得課税取扱が争われた事例

（２）任意組合と組合員にかかるパススルー

課税適用の適否

①任意組合と組合員にかかる所得課税取扱

が争われた事例

②任意組合と組合員にかかる消費課税取扱

が争われた事例

◆むすびにかえて

～問われる法人格の有無に傾斜して課税取扱

を決めるルール

例えば、武田昌輔「中小企業課税の問題」租税法研究１３号参照。もっとも、わが国におけるみなし個人課税、

パススルー課税を是とする主張は、〝二重課税の排除〟というよりは、個人企業と小規模法人との間の税負担の

均衡を図るべく、〝イコール・フッティング（equal footing／競争条件の均等化）の原理〟に反する課税の防止と
いう点に根拠があると考えられる。

ちなみに、アメリカでは、法人実在説の考え方に基づいて経済的二重課税を実施している。このため、普通法人

（Ｃ法人）についてはその法人所得に対して超過累進課税をする一方で、税引後の配当を受け取った個人にも他

の所得と総合して超過累進課税するかたちで二段階課税を行っている。その一方で、小規模法人（Ｓ法人）やＬ

ＬＣ（リミテッド・ライアビリティ・カンパニー）については、いわゆる「みなし個人課税」を選択できる法人

制度を置いている。この種の法人は、小規模企業に対する経済的二重課税排除の視点から、パートナーシップの

持つ柔軟性とパススルー課税（pass-through tax treatment）という税制上の利点を兼ね備えた仕組みとして構想さ

1

2



条１項）は、本来、パススルー課税が認めら

れ、直接の損益の帰属主体とはならないはずの

法的性格を有する事業体である。それにもかか

わらず、課税庁が目的論的な解釈を展開し、民

法上の組合／任意組合を、課税上あたかも任意

団体／人格のない社団に匹敵する事業体とみな

して任意組合自体を損益の帰属主体、独自の事

業体／納税主体のように取り扱い課税処分をし

ている事例が散見される。他方では、納税者

も、自らの租税回避行為を正当化するあるいは

課税処分を取り消すために、民法上の組合／任

意組合を、あえて二重課税の適用ある事業体で

あるとする目的論的な法解釈を展開している事

例が散見される。こうした目的論的な法解釈が

跋扈する背景には、多様化する「法人」がそれ

ぞれ具体的に定義されずに、法解釈にゆだねら

れていることも大きく影響している。

課税庁ないし納税者がこうした自己に都合の

よい法の適用／解釈（主張）をする、あるいは

国税不服審判所ないし裁判所がこうした主張を

精査するにあたっては、所得課税のみが争点と

なっている、あるいは逆に消費課税のみが争点

となっている事例も少なくない。その結果、所

得／消費双方の課税面を包括的にとらえて精査

すると、整合性のない裁断が正当化されている

ことも少なくない。恣意的な目的論的な法解釈

は、法制や税制をゆがめることにもつながる。

１税法解釈についての国際比較

税法の解釈においては、国家の課税権をどう

見るかに大きく左右される。国家の課税権は、

伝統的に次のように理解されている。

課税とは国家が貨幣形態において公権力を行

使することであり、かつ、課税の作用は対国民

との関係においては財産権の侵害的な性格を有

する。このことから、租税法律主義のもと、課

税要件【納税義務者・課税物件・帰属・課税標

準・税率など】や租税の賦課徴収手続は、あら

かじめ法律で定められていなければならないと

される3。また、租税法律主義から派生する原

理として「課税要件明確主義」がある。この原

理は、課税要件はできるだけ明確、具体的に実

定税法に定めるように求めるものである4。

（１）わが国における伝統的な税法解釈論

以上のような国家の課税権についての理解を

もとに、わが国における税法の解釈に関する通

説は、租税法律関係における法的安定性・予測

可能性を高めるねらいから、税法は原則とし

て、その文言に即して解釈（いわゆる「文理解

釈（literal interpretation）」）をすべきであると

される5。

この点に関して、税法の解釈・適用にあたっ

ては、「疑わしきは納税者の利益に（an ambigu-
ous tax statute is to be construed in favor of the tax-

payer）」のルールないし「疑わしきは国庫の利益

に反して」のルール（the contra-fiscum rule）」

が主張される。学問上、これらのルールは、

（ア）〝税法の解釈原理〟であるとする説6と

〝税法の解釈原理〟ではなく、（イ）〝課税要

件事実認定上の原理〟であるとする説7がある。

「疑わしきは納税者の利益に」のルールは

（ア）税法の解釈原理で、税法等に二重課税に

対応する実定規定がないとしても、少なくとも

それが著しく不公平・不合理であると判断され

るときには、違法、あるいは場合によっては違

憲となると解することができるのではないか。
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れている。一般に、「選択適格事業体（eligible entity）」とも呼ばれる（財務省規則§301.7701-2、§301.770
1-3）。なお、Ｓ法人として届出をし適格事業体となれる要件の一つは、申請法人の出資者／持分主は１００人
以内であることである。今日、全米の普通法人総数（６５０～７００万社）のうち、Ｓ法人の占める割合は６割

強である。また、出資者／持分主が１～２人のＳ法人が全体の８割を占める。See, CCH, 2014 U.S. Master Tax
Guide （CCH, 2014） at 165 et seq.
例えば、大阪高判平７.１１.２８・判時１５７０号５７頁、大阪高判平１２.１０.２４・訟月４８巻６号１５３４
頁参照。

例えば、仙台高判昭５７.７.２３・判時１０５２号３頁参照。
例えば、金子宏『租税法〔第１９版〕』（弘文堂、２０１４年）１１２頁、北野弘久『税法学原論〔第６版〕』

（青林書院、２００７年）２２３頁参照。

清永敬次『税法〔新装版第１版〕』（ミネルヴァ書房、２０１３年）３６-３７頁参照。
金子宏『租税法〔第１９版〕』注５　１１４頁参照。

3

4
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一方、これらのルールは、（イ）課税要件事

実上の原理、すなわち税法の解釈原理ではない

とする説に従うと、税法の解釈においては、

「疑わしきは国庫の利益に反して」ルールは、

主張できなくなる。もっとも、この場合であっ

ても、実定税法規定に疑義が生じ、許される範

囲での解釈を駆使しても、具体的な意味内容を

把握できないときには、課税要件明確主義に反

しており、当該税法規定自体または当該税法規

定を適用してなされた二重課税にあたる処分は

違法となると解することもできるのではないか。

こうした和風の税法解釈は、少なくともわが

国内での二重課税処分を問う事案には通用する

であろう。しかし、国際二重課税を問う事案に

おいて租税条約の相手国をはじめてして他の諸

国においてもグローバルに通用するかどうかは

定かではない。

（２）英米における伝統的な税法解釈論

英米税法、とりわけその源流となっているイ

ギリス税法における伝統的な税法解釈論に目を

転じてみたい。

イギリスでは、国王が議会に諮ることなく課

税を行う姿勢を強めたことから、１６９８年に

権利章典（Bill of Rights 1689）に「国王大権に

よる課税禁止（no taxation by Royal Prerogative）」

が制定・発布された。この権利章典に「租税法

律主義（no taxation without legislation）の原則」

がうたわれて以来、「税法はすべて議会制定法

上の創造物である（Revenue law is entirely a crea-

ture of Parliamentary statute）」であるとされて

きた8。つまり、コモンロー税（common law tax）

のようなものは認められず、議会が制定した法

律以外によって課税してはならないとされてき

た。この底流には、これら税法による公権力の

行使は、本人の意思とは無関係な財産権の収奪

であり、法的な性格としては、刑事法による生

命や自由の剥奪と同じである（the property depr-
ivation imposed by tax law is analogous to the depri-

vation of life or liberty imposed by criminal law）と

の考え方がある。さらに、課税権の行使は、必

要悪であるがために、納税は、明確かつ不確定

ではない文言で義務化されなければならない

（Taxation is a necessary evil; thus, the obligation to
pay tax have to be mandated in clear and unequivoc-

al language）とし、課税要件明確主義を宣言し

てきた9。

こうしたイギリスの国家の課税権についての

伝統的な理解のもとでは、他の公法や私法とは

異なり、税法は特別の部類の法律であり、税法

解釈は、文理解釈（literal interpretation）による

べきであり、課税の公平（equity in tax）原則を

税法解釈に持ち込み、納税義務の拡大をはかる

目的論解釈（purposive interpretation）はゆるさ

れない（no equity in tax）とされる10。

このような伝統的な税法解釈論の底流には、

次のような考え方がある。すなわち、立法者

は、立法に属するが、法解釈を求められる者は

司法に属する。司法において法解釈を行う者

は、立法者ではない。司法において法解釈を行

う者は、税法は、コモンローの支配をも受ける

他の公法や私法とは異なり、制定法だけが支配

する特別の部類の法律であり、したがって、当

事者間の紛争の解決にあたっては、条文に記さ

れている文言解釈（linguistic construction）し、

裁断を下すべきである。課税の公平原則や立法

事実等に傾斜して裁断を下すべきではない。

もっとも、以上のような税法解釈論は、わが

国はもちろんのこと、イギリスやアメリカをは

じめとした他の多くの諸国においても、〝租税

回避（tax avoidance）〟事案への対応策に傾斜

するかたちで展開されてきたといっても過言で

はない。〝租税回避〟事案では、関係当事者た

る納税者は、税法を厳格に適用・解釈をするこ

とで国家の課税権限を制限することによって、

問題の事案に対し国家、とりわけ司法の積極的

関与を望まないスタンスにある。

こうした文理解釈に傾斜する伝統的な税法解釈

論によると、納税者から二重課税にあたる不利益

処分を受けたとの訴えがあったとしても、税法に

二重課税に対応する実定規定がないときには、違

法にはできないと解すべきなのであろうか。
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See, Nicola Preston, 〝The Interpretation of Taxing Statutes: The English Perspective,〟 7 Akron Tax J. 43（１９９０）.
See, William B. Barker, 〝Statutory Interpretation, Comparative Law, and Economic Theory: Discovering the Grand of Inco-
me Taxation,〟 40 San Diego L. Rev. 821, at 827（２００３）.
See, Partington v. Attorney-General, （1869） LR4 HL 100.
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（３）目的論解釈に傾斜する現代司法

すでにふれたように、イギリスの司法は、税

法解釈については伝統的に、文理解釈（literal in-

terpretation）によるべきであるとの姿勢をとっ

てきた。「税法は、国家の利益にではなく、納

税者の利益に厳格に解されるべきである（tax la-
ws are to be construed against the state and in favor

of the taxpayer）」とする考え方は、今日でも主

流である11。しかし、近年、目的論解釈（purp -

osive interpretation）に傾斜した裁断も散見され

るようになってきている。背景には、税務当局

が、租税回避行為の封鎖を、立法ではなく、司

法に期待する傾向が強まっていることが一因と

される。

①司法積極主義と目的論的解釈論の展開

アメリカにおいては、社会立法の増加や市民

権運動の高まりなどを受けて、社会変革に司法

の積極的なかかわりを期待する、いわゆる「司

法積極主義（judicial activism）」が広く支持さ

れるようになっている12。司法積極主義は、法

解釈、とりわけ憲法解釈をよりリベラルに行う

ことにより、立法府の不作為への対応を含め、

国民の権利救済に司法が積極的にかかわろうと

する考え方がベースになっている。リベラルな

法解釈を導き出すためには、単に法律の書かれ

ている文言のみならず、その法律がつくられた

立法の経緯（legislative history）や立法事実（le-

gislative facts）、立法者の意思や理由（legislati-

ve intents/legislative purpose）などにも踏み込ん

で法解釈をし、司法判断（判決や決定など）に

つなげる必要があるとされる13。

こうした司法積極主義の流れを受けて、裁判

所のなかには、税法の解釈論においても、文理

解釈（literal interpretation）によるのではなく、

税法に定められた立法事実などにも深く踏み込

んでリベラルな法解釈をし、司法判断を下す動

きが強まっている。すなわち、〝税の軽減を主

たる目的とする規定〟の解釈・適用においては

厳格解釈（narrow interpretation）ないし目的論的

解釈（purposive in- terpretation）をし、〝租税回

避を目的とした行為〟の規定には拡張解釈（ex-

panding interpretation）も許されるという判断も

出てきている14。

ある意味では、納税者から二重課税にあたる

不利益処分を受けたとの訴えがあった場合で、

税法に二重課税に対応する実定規定がないとき

にこそ、司法は、立法事実などにまで踏み込ん

で法解釈をし、裁断をくだすように求められる

のではないか。

②わが国における目的論的税法解釈論の展開

わが国においても、税法の減免規定などにつ

いて、その趣旨・目的にそくした解釈を行うこ

とで、その適用を否認しようとする考え方が出

てきている15。また、立法ではなく司法による

法解釈で租税回避に対応しようということで、

租税回避課税要件事実認定段階での否認（「私

法上の法律構成〔組替〕による否認」）の法理

を組み立てる動きもある。例えば、前記の税法

上の個別規定が存在しない場合でも、租税回避

をねらいになされた行為については、当事者が

真に「意図」した私法上の法律関係による合意

内容を精査し、それに基づき組み替えて課税要

件事実の認定が行われるべきであるとする考え

方である16。ちなみに、この考え方の下では、

立証過程において、租税回避目的があるかどう
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See, Norman J. Singer, Sutherland Statutory Constitution 66.01, at１（5th ed., 1992）.
See, Keenan D. Kmiec, 〟The Origin and Current Meanings of Judicial Activism,〟 69 Tex. L. Rev. 819（１９９１）.
See, Michael Livingston, 〝Congress, the Courts, and the Code: Legislative History and the Interpretation of Tax Statutes,〟
69 Tex. L. Rev. 819（１９９１）.
取引の法的形式よりも経済的実質を重視した課税取扱を支持する司法判断が増えている傾向について詳しくは、

See, Adam Chodorow 〝Economic Analysis in Judicial Decision Making: An Assessment Based on Judge Posner’s Tax Dec-
isions,〟 25 Va. Tax Rev. 67, at 116（２００５）.
例えば、いわゆる「りそな銀行事件」判決。最判平１７.１２.１９・民集６０巻１号２５２頁、原審：大阪地判
平１３.１２.１４・民集５９巻１０号２９９３頁、大阪高判平１５.５.１４・民集５９巻１０号３１６５頁。いわ
ゆる「ＵＦＪ銀行事件」判決。最判平１８.２.２３・訟月５３巻８号２４４７頁参照。逆にこの法理の適用を認
めなかった事例〔売買か交換かが争点の事件〕としては、東京高判平１１.６.２１・判時１６８５号３３頁、原
審：東京地判平１０.５.１３・判時１６５６号７２頁、最判平１５.６.１３・税資２５３号順号９３６７。
例えば、大阪高判平１２.１.１８・訟月４７巻１２号３７６７頁参照。
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かは、副次的な役割を担う間接事実に過ぎない

ことになる。

課税要件事実認定段階での否認（私法上の法

律構成〔組替〕による否認）の法理の具体的内

容は、論者により異なる17。こうした法理は、

司法上の判断基準として用いられることを想定

しているものと思われる。つまり、こうした法

理の発案者は、裁判所の判断基準と捉えている

ものと解される。

課税要件事実認定段階での否認は、厳密に

は、大きく次の３つに分けることができる。

わが税法学界の常識的な見解では久しく、あ

る私法上の法律行為が租税回避にあたるのかど

うかの判断においては、その行為の当事者たる

納税者の租税回避の「意図」ないし「意思」は

関係がない、とされてきた18。ところが、近

年、課税庁や裁判所は、当事者である納税者が

租税回避の「意図」をもって行った行為につい

ては、真正な意思に基づく行為ではないとして

否認する傾向がみられる。

また、租税回避の「意図」がある場合には、

当事者が真に「意図」した私法上の法律関係に

よる合意内容に基づき組み替えて課税要件事実

認定を行い、課税すべきであるとする考え方が

台頭してきている19。

「私法上の法律構成〔組替〕による否認」の

法理は、公平な税負担（equity in tax）の見地か

ら、税法の根拠がなくとも、当事者が選択した

契約形態ないし法形式等（私法上の法律行為）

が通常用いられるものと異なる場合には、通常

用いられるものに引きなおして、その基で課税

要件を充足するものと認定して課税しようとす

る考え方である。内実は、一般的な租税回避行

為否認の法理を認めるに等しいといえる。この

法理については、租税法律主義の原点に立ち返

って精査することを要する。

近年の目的論的税法解釈論は本来、〝租税

回避〟をターゲットに、それに対応する実定規

定がない場合を想定して展開されているもので

ある。 近年、多様な事業体が出現している。

こうした事業体にかかる損益帰属主体性を判定

するあるいは経済的二重課税ないしその根幹の

「法人とは何か」を裁断する場合にも、目的論

的税法解釈論が展開されるべきなのであろうか。

２　わが国での〝法人〟概念

わが国の税法には、外国で組成されたＬＬＣ

ないしリミテッド・パートナーシップ（以下「Ｌ

ＰＳ」ともいう。）のような外国の事業体20が

法人に該当するのかどうかを明文で定めた規定

は存在しない。このため、外国事業体の法人該

当性については、法解釈論レベルで考えていく

ことになる。

「法人」概念、つまり、〝法人とは何か〟を

精査する場合に織り込んでおくべきことは、この

概念は、税法上の〝固有概念〟ではなく、〝借
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17 例えば、今村隆「租税回避行為の否認と契約解釈（１）～（４）」税理４２巻１４号、同１５号、４３巻１号、

同３号。中里実「タックス・シェルターと租税回避否認」税研８３号６１頁参照。

例えば、清永敬次『租税法〔最新版第１版〕』注６　４４頁参照。

課税庁にくみする結果となる課税理論は、どちらかといえば課税庁や訟務検事などから転身した実務法学者や課

税庁寄りの研究者により強く支持される傾向にある。例えば、中尾巧『税務訴訟入門〔第５版〕』（商事法務、

２０１１年）４０５頁以下参照。

なお、本稿では、紙幅の制限から、アメリカなどの普通法人（Ｃ法人）、ＬＰＳ、ＬＬＣとＳ法人に関する課税

上の課題について詳細に論じる余裕はない。実務的な取扱などを含めて詳しくは、See, Emily Ann Satterthwaite, 
〝Entity-Level Entrepreneurs and the Choice-of-Entity Challenge, 10 Pitt. Tax Rev. 139, at 168 et seq. （2013）;
Anthony Mancuso, Nolo’s Quick LLC （7th ed., 2013, Nolo）.
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（ａ） 私法上の法律行為（契約等）が存在しない《契

約等の成立の否認》ケース

【表１】課税要件事実認定段階での否認

（ｂ） 私法上の法律行為（契約等）が虚偽表示により

無効であると認定する《契約等の無効の主張・立証》

ケース

（ｃ） 当事者の選択した私法上の法律行為（契約等）

を否認して、当事者が真に「意図」した私法上の法律

行為（法律関係）を認定する《法律構成組替》ケース

〔分かりやすくいえば、課税庁が、納税者が主張する

私法上の法律行為（法律関係）と別の私法上の法律行

為（法律関係）が成立していると組み替えて、税法を

適用する方法〕



用概念〟であるということである21。借用概念

は、一般に、税法が、その法分野（例えば民

法）で使われている意義と異なる意義づけをし

ない限り、その法分野（民法）で使われている

意義と同じに解するべきであるとされる22。わ

が国の法人制度を定めているのは民法である。

このことから、原則として民法上法人であると

されれば税法上も法人ということになる。

民法では、法人とは自然人以外の法律上権利

義務の主体であるとされる。〝法人とは何か〟

を判断する場合、いくつかの考え方がある。一

つは「三要件説」に基づく「法人該当三要件基

準」である23。そして、もう一つは「法人法定

主義」に基づく「法人格付与基準」である。加

えて、税法独自の基準としては「損益帰属主体

性基準」がある24。

これらを簡潔に図説すると、次（【表２】）

のとおりである。

３ハイブリッド事業体とは何か

パススルー課税の適用／不適用について事業

体の設立地国と他国とでは異なる取扱が行われ

る事業体を総称で「ハイブリッド事業体（hybrid

entities）」と呼ぶ。ハイブリッド事業体は、国

際課税関係において、次の二つ（【表３】）の

類型に分けて精査されてきている25。

ハイブリッド事業体については、以上のように

類型化ができる。このことから、事業体の設立地

国および他国でも同様の課税取扱を受ける事業体

は、〝ハイブリッド〟事業体にあたらない。

（１）ハイブリッド事業体に対するパススルー
課税適用の適否
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23

24

25

わが国の法人税法では、納税義務者である法人は、内国法人（法人税法２条３号・４条１項）と外国法人（法人

税法２条４号・４条３号）である。このことから、民法上の任意組合（６６７条以下）、商法上の匿名組合（５

３５条）、有限責任事業組合（日本版ＬＬＰ）などは、契約にすぎず、損益の帰属主体とはならないことから、

法人税法上の納税義務者（納税主体）とされない。これら非法人を事業体（business entity）と認知しながらも、
組織体の段階では課税せず、損益をその構成員に配賦（パススルー）し構成員の段階で課税する方法を「パスス

ルー課税（path-through taxation）」という。また、パススルー課税を受ける事業体を「パススルー事業体（path-
through entities）」という。
税法の固有概念と借用概念との違いについては、石村耕治編『現代税法入門塾〔第７版〕（清文社、２０１４

年）１５５頁以下参照。

星野栄一「いわゆる『権利能力なき社団』について」『民法論集〔第１巻〕』（有斐閣、１９７０年）２７０頁

参照。後藤元伸「権利能力なき社団の法理と民法上の組合」法律時報８５巻９号３０頁以下参照。

東京地判平２３.７.１９・タインズＺ２６１-１１７１４参照。
See, Kenan Mullis, 〟Check-the-Box and Hybrids: A Second Look at Elective U.S. Tax Classification for Foreign Entities,〟
Tax Analysis （November 4, 2011）: Gregg D. Lemein & John D. McDonald, Final Code Sec. 894 Regulation: Treaty
Benefits for Hybrid Entity Payments, Taxes （Sept. 1, 2000） at 59；Andriy Krahmal, 〝International Instruments: Juris-
diction Dependent Characterization,〟 5 Hous. Bus. & Tax L. J. 98（２００５）.

【表２】法人該当性の判断基準

【私法上の三要件説に基づく法人該当三要件基準】 あ

る事業体が法人に該当するかどうかは、次の三要件を充

たしているかどうかにより判断すべきである。

①その構成員の個人財産とは区別された独自の財産を

有するかどうか 

②その構成員の名において契約を締結し、その構成員

の名において権利を取得し義務を負うなど独立した

権利義務の帰属主体となり得るかどうか 

③その権利義務のためにその名において訴訟当事者と

なり得るかどうか 

【法人法定主義に基づく法人格付与基準】ある事業体が

法人に該当するかどうかは、法律に定めがあるかどうか

によることとし（民法３３条１項）、外国事業体につい

ては、当該外国法上法人格を付与された事業体であり、

かつ、外国会社に該当するものに限られる。

【損益帰属主体性基準】ある事業体が法人に該当するか

どうかは、損益の帰属主体として設立されているかどう

かにより判断すべきである。

【表３】ハイブリッド事業体の類型

レギュラー・ハイブリッド事業体（regular hyb-

rid entities）

自国では課税上透明と扱われ構成員課税／パススルー

課税を受ける一方、他国（外国では課税上不透明と扱わ

れ法人課税を受ける事業体

リバース・ハイブリッド事業体（reverse hybr-

id entities）

自国では課税上不透明と扱われ法人課税を受ける一方

で、他国（外国）では「リバース（逆）」に、課税上透

明であるとしてパススルー課税を受ける事業体

22

21



これまで、わが国においては、ハイブリッド

事業体の法人該当性について、外国法上のＬＬ

ＣおよびＬＰＳに関して争われている。

①ＬＬＣ形態のハイブリッド事業体に対する

所得課税取扱が争われた事例

アメリカ州法上のＬＬＣは、パートナーシッ

プの持つ柔軟性とパススルー課税という税制上

の利点に加え、株式会社では出資者／持分主が

出資の限度で責任を負う有限責任制という特性

を備えた事業体である。

ところが、日本版ＬＬＣ（合同会社）では、

パススルー課税が認められていない。これは、

日本版ＬＬＰ（有限責任事業組合）を選択する

ことで、納税者は、実質的にパススルー課税、

出資者（メンバー／構成員）は享受できること

から、いわゆる〝すみ分け〟であると解するこ

ともできる。

ただ、わが国のように、パススルー課税の選

択を享受できるはずのアメリカ型のＬＬＣの仕

組みを導入しながら、法人段階と個人段階の双

方で所得課税を行うことは、経済的二重課税の

問題を引きずらざるを得ない構図にあることに

留意する必要がある26。

この点に関連して、わが国とアメリカとの間

での現実空間における国境をまたぐ取引に関

し、国税庁の質疑応答事例（法人税）「米国Ｌ

ＬＣに係る税務取扱い」では、次のような理由

を示して、わが国での所得課税上、アメリカ州

法に準拠して設立されたＬＬＣを〝法人〟とし

て取り扱うものとしている27。

日本版ＬＬＣ（合同会社）制度が創設される

以前に、アメリカ州法に準拠して設立されたＬ

ＬＣの出資者／持分主（メンバー／構成員）で

あるわが国の居住者が、わが国での申告にあた

り、アメリカＬＬＣのパススルー課税のルール

をそのまま適用し、それを認めなかった課税庁

との間で争われた事例がある。
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26 ちなみに、合同会社は、２００５〔平成１７〕年に成立した新会社法により創設された会社制度である。創設段

階における国会での附帯決議として、「合同会社に対する課税については、会社の利用状況、運用実態等を踏ま

え、必要がれば、対応措置を検討すること」が定められている。第１６２回国会（常会）参議院法務委員会２０

０５〔平成１７〕年６月２８日「会社法に対する附帯決議」参照。

Available at: http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/31/03.htm．投資国における選択事業体にか
かるパススルー課税取扱についてわが国の課税庁がガイダンスや通達などを使って一方的に片務的な対応を行う

やり方は、国際課税の法的安定性や予測可能性に資するのであろうか。見方によっては、否認リスクにさらされ

ることを好まない国際投資家の日本離れを引き起こす誘因になるのではないだろうか。

27

【表４】国税庁のアメリカＬＬＣにかかるわが国での税
務取扱い　（質疑応答事例）

【照会要旨】

米国のリミテッド・ライアビリティー・カンパニー

（LLC:Limited Liability Company）は、米国各州が

制定するＬＬＣ法（Limited Liability Company Act）

に基づいて設立される事業体です。ＬＬＣ法は、１９７

７年に米国ワイオミング州で制定されたのを皮切りに、

現在では全米の各州（５０州）及びコロンビア特別区に

おいて制定されています。

ＬＬＣは法人（Corporation）に似かよった性質を

有していますが、米国の税務上は、事業体（ＬＬＣ）ご

とに、法人課税を受けるか又はその出資者（メンバー）

を納税主体とするいわゆるパス・スルー課税を受けるか

の選択が認められています。

米国の税務上、法人課税を選択したＬＬＣ又はパス・

スルー課税を選択したＬＬＣは、我が国の税務上、外国

法人に該当するものとして課税関係を考えることになる

のでしょうか。

【回答要旨】

ある事業体を我が国の税務上、外国法人として取り扱

うか否かは、当該事業体が我が国の私法上、外国法人に

該当するか否かで判断することになります。

ＬＬＣ法に準拠して設立された米国ＬＬＣについて

は、以下の理由等から、原則的には我が国の私法上、外

国法人に該当するものと考えられます。

①ＬＬＣは、商行為をなす目的で米国の各州のＬＬＣ

法に準拠して設立された事業体であり、外国の商事

会社であると認められること。

②事業体の設立に伴いその商号等の登録（登記）等が

行われること。

③事業体自らが訴訟の当事者等になれるといった法的

主体となることが認められていること。

④統一ＬＬＣ法においては、「ＬＬＣは構成員（me- 

mber）と別個の法的主体（a legal entity）であ

る。」、「ＬＬＣは事業活動を行うための必要かつ

十分な、個人と同等の権利能力を有する。」と規定

されていること。

したがって、ＬＬＣが米国の税務上、法人課税又はパ

ス・スルー課税のいずれの選択を行ったかにかかわら

ず、原則的には我が国の税務上、「外国法人（内国法人

以外の法人）」として取り扱うのが相当です。

ただし、米国のＬＬＣ法は個別の州において独自に制

定され、その規定振りは個々に異なることから、個々の



これらは、外国でパススルー課税が認められ

た事業体について、わが国では法人に該当する

として課税取扱をするという、まさに前に述べ

たようなハイブリッド事業体にかかる典型的な

課税事例にあたる。

こうしたわが国の課税取扱は、二重課税にあた

るのか、逆に二重課税にはあたらず、納税者によ

る租税回避にあたるのかを問われたわけである。

これらの裁決や判決ではいずれも、アメリカ

州法に準拠して設立されたＬＬＣ（以下「アメ

リカＬＬＣ」という。）をわが国税法上の〝法

人〟として裁断を下している。つまり、アメリカ

ＬＬＣは、パススルー課税を選択しているかどう

かにかかわらず、わが国では法人として課税取扱

をするとしている。したがって、アメリカＬＬＣ

に対する経済的二重課税は当然であり、逆にわ

が国納税者のよるパススルー課税の主張は租税

回避にあたるとの裁断を下したといえる。

課税庁の処分やこれを是認した裁判所の裁断

に基づくと、外国ＬＬＣへのわが国の居住者た

る出資者／持分主（メンバー／構成員）は、直

接の損益の帰属主体とは認められないことにな

る。したがって、出資者／持分主（メンバー／

構成員）への配賦の認識は不要であり、かつ、

出資者／持分主（メンバー／構成員）への実際

の分配があった時点で配当所得として課税され

ることになる30。言い換えると、納税者が主張

したような損益の配賦（パススルー）は、アメ

リカのＬＬＣからの脱退か、解散による残余財

産の分配時までない、と解さなければならない

ことになる。

②ＬＰＳ形態のハイブリッド事業体に対する

所得課税取扱が争われた事例

外国で組成されたリミテッド・パートナーシ

ップ（ＬＰＳ）形態のハイブリッド事業体をわ

が国の税法上「法人」とし、バススルー課税を
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更正処分および過少申告加算税賦課決定処分をしたた

め、争われた。裁判所（さいたま地裁および東京高裁）

は、課税庁側の主張を認め、納税者側の訴えを棄却

した29。

28

29

30

裁決平１３.２.２６・裁集６１巻１０２頁、タインズＪ-６１-１０。
〔原審〕さいたま地判平１９.５.１６・税資２５７号-１０３（順号１７０１２）／タインズＺ２５７-１０７１２
（棄却・控訴）、〔控訴審〕東京高判平１９.１０.１０・税資２５７-１８９（順号１０７９８）／タインズＺ２
５７-１０７９８（棄却・確定）。
わが国の居住者である納税者が、投資ファンド（ケイマン諸島免税リミテッド・パートナーシップ／ＬＰＳ）の

ジェネラル・パートナーであるアメリカ・デラウエア州ＬＬＣに出資し、当該投資ファンドから当該ＬＬＣにイ

ンセンティブとして分配された金額から、持分相当額（インセンティブ再分配）の一部について払戻しをうけた

場合に、当該納税者の所得計算にあたり、配当所得の収入金額となるのは、その再分配の全額か、あるいは実際

に払戻しを受けた金額かが争われた事例がある。裁判所は、納税者は配当等の支払を受ける権利が確定した時点

でその全額が配当所得の収入金額となると判示している。〔原審〕東京地判平２３.６.１４・税資２６１-１１１
（順号１１７０１）／タインズＺ２６１-１１７０１（棄却・控訴）、〔控訴審〕東京高判平２３.１２.２０・税
資２６１-２４７（順号１１８３７）／タインズＺ２６１-１１７０１（棄却・上告）この事例において納税者
は、デラウエアＬＬＣをパススルー課税の認められない事業体（法人）としたうえで、主張を展開している。

ＬＬＣが外国法人に該当するか否かの判断は、個々のＬ

ＬＣ法（設立準拠法）の規定等に照らして、個別に判断

する必要があります。

【表５】外国ＬＬＣのパススルー課税ルールのわが国で
の適用をめぐる裁断の比較

【事例１】わが国の居住者が、アメリカで設立したＬＬ

Ｃから生じた損失を日本国内において他の所得と損益通

算ができるかどうかが争われた事例がある。この事例で

は、納税者が、アメリカＬＬＣのパススルー課税ルール

をわが国における課税関係に適用して所得税の申告を

し、当該申告が課税庁に否認されたため、それを不服と

して争った。この事例における国税不服審判所の裁決で

は、「ＬＬＣは〔構成員とは別途の〕の独立した法的主

体である」とし、わが税法では普通法人である外国法人

に該当するとした28。つまり、わが国の居住者である当

該ＬＬＣの持分主にはＣＴＢルールを不適用とし、当該

ＬＬＣから生じた損失の直接の帰属主体とするパススル

ー課税を認めなかった。

【事例２】わが国の居住者である納税者が、アメリカニ

ューヨーク州法に準拠して設立されたＬＬＣが行った不

動産賃貸業にかかる平成１０年分から１２年分の収支お

よび当該ＬＬＣ名義の預金利息収入を不動産所得および

雑所得として申告した。この所得税の申告について、課

税庁は、当該ＬＬＣが行う不動産賃貸業による生じた損

益は法人としての当該ＬＬＣに帰属するものとし納税者

の課税所得の範囲に含まれないとし、かつ、納税者に送

金した分配金は納税者の配当所得に該当する等として、



認めなかったわが国課税庁の課税取扱が争われ

た事例がある。

ちなみに、諸外国では一般に、ＬＰＳは課税取

扱においては独立した納税主体（tax paying enti-

ty）とされていない。したがって、パートナー

シップはすべての損益（tax items）【所得、経

費項目、控除項目など】について直接の帰属主

体性を認められないことになる。つまり、パー

トナーシップは、パートナー／構成員に直接配

賦（パススルー）され、パススルー課税が認め

られる事業体である。

アメリカには、連邦所得課税において、事業

体自体は納税主体とはならない「リミテッド・

パートナーシップ（ＬＰＳ）」という事業体が

ある。各州（ルイジアナ州を除く。）は、統一パ

ートナーシップ法（ＵＰＡ＝Uniform Partnership

Act）というモデル法を採択し、それぞれリミテ

ッド・パートナーシップ法を定めてきている31。

ＬＰＳは、日本の民法上の任意組合に似た事業

体であり、ＬＰＳの経営に無限責任を負うジェ

ネラル・パートナーと、拠出した範囲内で有限

責任を負うリミテッド・パートナーで組成され

る事業体である。アメリカおいてＬＰＳは、パ

ートナーが拠出した資金や金融機関からの融資

を元に不動産を購入し、その運用（賃貸等）を

行いその損益をパートナーに配賦（パススルー）

するスキームとしても活用されている。

わが国課税庁が、これら外国のＬＰＳをわが

国税法上の「法人」であるとし、バススルー課

税を認めなかったことから、その課税取扱の適

否が争われた４つの事例がある。これらの事例

は、アメリカ・デラウエア州法に基づいて組成

されたＬＰＳにかかる事例（以下「デラウエア

ＬＰＳ事例」という。）と、イギリス領バミュ

ーダ諸島（以下「バミューダ」という。）の法

律に基づいて設立されたＬＰＳ（以下「バミュ

ーダＬＰＳ事例」という。）に分かれる。

これらの判決を見ると、地裁レベルでは２件

（東京地裁および名古屋地裁）が法人に該当す

ると裁断し、残り２件（東京地裁および大阪地

裁）が法人に該当しないと裁断している。一

方、高裁レベルでは、名古屋高裁を除き、３事

案において法人に該当するという裁断を下して

いる。

このように、外国で組成されたＬＰＳ形態の

ハイブリッド事業体をわが国の税法上、法人に

該当するか、パススルー課税が認められる事業

体に該当するかについては、下級裁判所の判断

は割れた。このため、最終判断は最高裁に委ね

られた。

（ａ）デラウエアＬＰＳが争われた事例

日本の居住者（納税者Ｘ）が、デラウエア州

改正統一リミテッド・パートナーシップ法（以

下「デラウエアＬＰＳ法」という。）に準拠し

て組成されたリミテッド・パートナーシップ

（以下「デラウエアＬＰＳ」と通じて投資を

し、その損益の配賦を受けたとする。

デラウエアＬＰＳ事例の争点は、デラウエア

ＬＰＳがわが税法上の「法人」に該当するかど

うかである。す

なわち、当該Ｌ

ＰＳが、アメリ

カ法の考え方と

同様に「法人」

にあてはまらな

いとすると、わ

が国の税法上、

不動産賃貸事業

からの損益は当
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【表６】　外国ＬＰＳのパススルー課税ルールのわが国での適用をめぐる裁断の比較

デラウエアＬＰＳ事例 バミューダＬＰＳ事例

大阪地判平２２.１２.１７

判タ／

１３６９号２８頁

【納税者敗訴】

東京地判平２４.８.３０

タインズ／

Ｚ８８８-１７４５

【納税者勝訴】

東京地判平２３.７.１９

タインズ／

Ｚ２６１-１１７１４

【納税者勝訴】

名古屋地判平２３.１４.１

４・タインズ／

Ｚ２６１-１１８３３

【納税者勝訴】

大阪高判平２５.４.２５

タインズ／

Ｚ８８８-１７９７

【納税者敗訴】

東京高判平２５.３.１３

タインズ／

Ｚ８８８-１７６４

【納税者敗訴】

名古屋高判平２５.１.２４

タインズ／

Ｚ８８８-１７５３

【納税者勝訴】

東京高判平２６.２.５

【納税者勝訴】

ＵＰＡによると、「パーツナーシップ」とは、「２人以上の者により共有されている営利を目的とする事業をす

るための団体」と定義している（６条）。一方、連邦税法では、パートナーシップとは、「シンジケート、グル

ープ、プール、合弁企業その他人格のない社団で、事業活動、金融活動または投資活動を直接もしくは間接にす

る、法人、信託またはファウンデーション（基金）等でないものを指す。」と、消極的に定義する（ＩＲＣ７６

１条ａ項１号）。



該ＬＰＳに帰属せず直接日本の居住者たる納税

者に帰属するものとしてパススルー課税が行わ

れることになる。言い換えると、当該納税者の

所得税上の所得計算上の収益または損失とする

ことができる。逆に、デラウエアＬＰＳがわが

税法上の「法人」にあてはまるとすると、不動

産賃貸事業からの損益は当該ＬＰＳに帰属し、

当該納税者への分配は法人からの配当として課

税を受け、損失は所得計算上はなかったものと

取り扱われることになる。

これまで、デラウエアＬＰＳが争われた事例

は３件ある。それらの事例の概要および争点は

「信託契約を介した海外不動産投資事業を行う

デラウエアＬＰＳの法人該当性」ということで

は、ほぼ同じである。

（ｂ）バミューダＬＰＳが争われた事例

バミューダの法律に基づき組成された特例リ

ミテッド・パートナーシップである原告（納税

者）が、日本国内源泉所得である匿名組合契約

に基づく利益分配金について、法人税の申告書

を提出しなかったとして、法人税についての決

定処分（税額約８億円）および無申告加算税の

賦課決定処分を受けた。この処分を不服とし

て、原告は法人税法上の納税義務者には該当せ

ず、国内源泉所得である匿名組合契約に基づく

利益分配金を受領した事実はないとして、本件

決定および本件賦課決定にかかる納税義務が存

在しないことの確認および取消を求めた事案で

ある。

（i）バミューダＬＰＳの定義

バミューダ法上、ＬＰＳとは出資者であると

ともに業務執行者であり、無限責任を負うジェ

ネラル・パートナーおよび出資者であるが業務

執行に関与せず、出資金を限界とする有限責任

を負うリミテッド・パートナーの間のリミテッ

ド・パートナーシップ契約に基づき組成される

事業体と規定されている。

（ii）国（被告）の主張

この事例において、国（被告）は、外国の事

業体が日本の租税法上の法人に該当するか否か

は、当該事業体の設立準拠法の内容のみなら

ず、実際の活動実態、財産や権利義務の帰属状

況等を考慮したうえ、個別具体的に、日本の法

人に認められる権利能力と同等の能力を有する

か否かに基づいて判断すべきであるとしたうえ

で、私法上の法人格該当三要件基準を充足して

いるとし、当該ＬＰＳは法人に該当すると主張
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【事例の概要】①日本の居住者（納税者Ｘら）は、外国の

Ａ 銀行との間で、Ａ 銀行を受託者とする信託契約を締結

し、Ａ 銀行は、第三者との間で、デラウエアＬＰＳ 法に

準拠してリミテッド・パートナーシップ契約を締結し、Ｌ

ＰＳ を組成した。②そのうえで、Ａ 銀行が納税者Ｘ らの

拠出した現金をＬＰＳ に拠出し、ＬＰＳ がその資産を元

にアメリカに所在する中古集合住宅を対象とした不動産賃

貸事業（以下「本件事業」という。）を行ったところ、本

件事業によって損失が生じた。③ 納税者Ｘ らは、本件事

業による損益が納税者Ｘ らの不動産所得（所得税法２６

条１項）に該当するとし、本件事業によって生じた損失と

Ｘ らの他の所得との損益通算（所得税法上６９条１項）

を行ったうえで所得税の税額を計算し申告等を行った。④

これに対し、課税庁が、私法上の法人該当三要件を充たし

ＬＰＳ がわが国租税法上の「法人」に該当すること等を

理由として、本件事業による損益は納税者Ｘらの不動産所

得に該当しないとし、Ｘ らに対し所得税の更正処分等を

行ったため、納税者 Ｘ らは当該処分の取消を求めて出訴

した。

【争点】デラウエアＬＰＳは、わが国の税法上の「法人」

に該当するかどうか。

【各判決において採用された判断基準】

《大阪地判平２２.１２.１７の基準（納税者Ｘら敗訴）》

私法上の法人該当三要件基準を充足し、法人に該当す

る。（ただし、損益帰属主体性基準は用いない。）

《大阪高判平２５.４.２５（納税者Ｘら敗訴）》

外国法で法人格を付与されているかを実質的に判断す

る。（ただし、損益帰属主体性基準は用いない。）

《東京地判平２３.７.１９の基準（納税者Ｘら勝訴）》

私法上の法人該当三要件基準は、一般的に「法人」であ

るための必要要件であるものの、法人と非法人である事業

体を明確に区分できる基準ではない。わが国の税法上の法

人は、設立準拠法に基づき法人格を付与すると定めている

ことに加え（法人格付与基準）、損益の帰属主体として設

立されているかどうか（損益帰属主体性基準）により判断

すべきであると判示した。

《東京高判平２５.３.１３（納税者Ｘら敗訴）》

外国法で法人格を付与されているかを実質的に判断す

る。（ただし、損益帰属主体性基準は用いない。）

《名古屋地判平２３.１４.１４の基準（納税者Ｘら勝

訴）》

法人格付与基準および損益帰属主体基準で判断すべきで

あると判示した。

《名古屋高判平２５.１.２４（納税者Ｘら勝訴）》

法人格付与基準および損益帰属主体基準判断すべきであ

ると判示した。

【表７】信託契約を介した海外不動産投資事業を行うデ
ラウエアＬＰＳの法人該当性



した32。

（iii）裁判所の判断

東京地裁（平成２４年８月３０日判決）およ

び東京高裁（平成２６年２月５日判決）では、

まず、法人格付与基準によっても判定が難しい

場合には、損益帰属主体性基準で判定すべきと

の判断基準を設定している。そのうえで、バミ

ューダＬＰＳ法は、ここで問題となったＬＰＳ

に対し法人格を付与する旨の規定が存在しない

こと、また、当該ＬＰＳは、事業体自体に損益

が帰属するものとして設立されたものでない。

このことから、問題となったＬＰＳは、わが国

の税法上の「法人」には該当しないとの裁断を

下している。

（２）任意組合と組合員にかかる二重課税事例

任意組合（パートナーシップ／partnership、民

法６６７条以下）は、任意団体／人格のない社

団等（unincorporated organizations）とは異な

り、法人税（法人所得税）の納税主体とはなら

ず、事業体である組合を通り抜け損益は直接組

合員（パートナー／partner、構成員／メンバー／

member）に帰属するものとして課税される。言

い換えると、パススルー課税が当然に認めら

れ、組合員が納税主体となる仕組みであると解

されている。

任意組合（パートナーシップ）と組合員（パ

ートナー）の間では、所得課税に加え、消費課

税についても、二重課税か、租税回避かが問わ

れる事例が多く発生する。

任意組合に関する課税事例を精査すると、一

方では、課税庁が、自らの課税処分を正当化す

るために、パススルー課税が原則である任意組

合を、実質的には任意団体／人格のない社団で

あるとし、あえて二重課税の適用ある事業体で

あるとする主張が散見される。他方では、納税

者が、自らの租税回避行為を正当化するため

に、あえて二重課税の適用ある事業体であると

する主張が散見される。

しかし、課税庁、納税者がこうした主張をす

るにあたっては、所得課税のみが争点となって

いる、あるいは逆に消費課税のみが争点となっ

ている事例も少なくない。その結果、所得／消

費双方の課税面を包括的にとらえて精査する

と、整合性のない裁断が正当化されていること

も少なくない。

①任意組合と組合員にかかる所得課税取扱が争

われた事例

任意組合は、本来パススルー課税が当然に認

められ、損益は組合員に配賦（パススルー）さ

れ、組合員が納税主体となる仕組みであると解

されている。それにもかかわらず、任意組合と

組合員にかかる所得課税にかかる紛争では、課

税庁、納税者、裁判所などが、「任意組合＝パ

ススルー課税」の法的ルールを堅持せずに、経

済的事象などに傾斜するかたちで、課税上あた

かも任意団体／人格のない社団に匹敵する事業

体とみて任意組合自体を損益の帰属主体、独自

の事業体／納税主体のように取り扱っている事

例が散見される。

（ａ）「りんご生産組合事例」での任意組合の

課税上の性格

いわゆる「りんご生産組合事例」33は、争点

となった点について、裁判所が任意組合を課税

上あたかも任意団体／人格のない社団に匹敵す

る事業体とみて任意組合自体を損益の帰属主

体、独自の事業体／納税主体のように取扱い最

終判断を下した事例の一つである。

この事例では、りんご生産等の事業を営むこ

とを目的として設立された民法上の組合／任意

組合（以下「生産組合」という）の組合員Ｘ

が，生産組合の事業に従事し，生産組合から労

務費名目で金員の支払を受けていた。組合員Ｘ
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ちなみに、わが国の投資事業有限責任組合（ＬＰＳ）には法律上の法人格はない。組合員の共同保有財産により

共同事業を行うことを目的とした事業体であるため、各組合員がそれぞれ組合契約事業を直接行っていると法文

上は読める（租税特別措置法４１条の２１第１項）。したがって、外国法人または非居住者が日本のＬＰＳの組

合員になった場合には、同条の特例を受けない限り、そのＬＰＳの無限責任組合員の国内拠点が各組合員の日本

における恒久的施設（ＰＥ）とされるおそれがある。

本件の評釈として、中村雅紀「事業所得か給与所得か～リンゴ生産組合事件等」税理４７巻１２号、水野忠恒

「組合員が組合から受けた金銭の所得区分－りんご生産組合事件」税研１８巻１０６号参照、岡村忠生「組合員

がその組合事業に従事して得た収入と給与所得」民商法雑誌１２６巻６号９１４頁参照。

32

33



は，この金員を「給与所得」にかかる収入であ

るとして所得税の再修正申告をしたところ，Ｙ

税務署長がこれを「事業所得」にかかる収入で

あるとして更正処分及び過少申告加算税賦課決

定処分をしたため，Ｘがその処分の取り消し

を求めたものである。

この事例では、組合員Ｘの地位は、りんごの

生産指導をする管理者（非組合員）の指示を受

けながら管理者を補助し、一般作業員とともに

作業に従事する立場の組合員（専従者）であっ

た。管理者と専従者は、生産組合総会において

選出され、その労費は生産組合で負担し，日給

制を基本としており、生産組合では労務費とし

て経費に計上されていた。生産組合の組合員Ｘ

に対する労務費名目の金員の支払は，形式的に

みて，組合事業に係る利益の分配となり、組合

員Ｘの事業所得に該当するのか、あるいは、

実質を重視して組合員Ｘの労務の提供に対す

る報酬の支払として組合員Ｘの給与所得に該

当し生産組合の必要経費に算入すべきであるの

かが争点となった。

この事例において裁判所は、最終的には納税

者の主張を入れ、組合員間の取引を組合との外

部取引と構成し、組合をあたかも人格なき社団

に匹敵する事業体と見て所得課税取扱をするこ

とを認めた。

この事例では、消費課税については争点にな

っていなかったが、こうした解釈を認めること

は、さらに、組合自体を消費税の納税主体とな

る事業体とも解し得ることにもつながる。任意

組合は、パススルー課税という税制上の利点を

兼ね備えた仕組みとして構想されていることを

織り込んで考えると、確定した裁判所の裁断に

は疑問が残る。

（ｂ）従業員持株会の課税上の性格

所得課税の面で、原告建設会社Ｘ（納税者）

とその従業員持株会社Ａとの間の取引をめぐ

り、従業員持株会Ａが、任意組合か、任意団体／

人格のない社団かも争点になった事例がある。

ちなみに、一般に、従業員持株会は、民法上

の任意組合として組成される場合と任意団体

（人格のない社団）として設立される場合が考

えられる。民法上の組合として組成された場

合、従業員持株会の稼得した配当所得は組合員

（構成員）への分配を待たずに組合員への配当

所得（所得税法２４条）として所得税の課税対

象となる。加えて、組合員が配当控除（同法９

２条）の適用を受けることができる。これに

対し、従業員持株会が人格のない社団として設

立された場合には、配当金が従業員持株会から

構成員に分配されたとしても、それは非適格配

当として取り扱われ、構成員の雑所得（同法３

５条）となる。しがたって、組合員（構成員）

は配当控除を受けられない37。
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34

35

36

盛岡地判平１１.４.１６・税資２４２号１４５頁／タインズＺ２４２-８３９０（全部取消・納税者勝訴・被告控
訴）。

仙台高判平１１.１０.２７・税資２４５号１３２頁／タインズＺ２４５-８５１５（原判決取消・納税者敗訴・被
控訴人上告）。

最判平１３.７.１３・税資２５１号順号８９４６／タインズＺ２５１-８９４６（原判決破棄・納税者勝訴）。

この事例において、盛岡地裁は，組合員Ｘ の生産組合

からの収入は，「自己の計算と危険」という要素の入り込

む余地がないものであって単なる労働の対価としての意味

を有するに過ぎず，給与所得に該当するとした34。

これに対し，仙台高裁は，組合員Ｘ に対する金員は，

生産組合に発生した事業所得を組合員Ｘ に分配するもの

であるとして、地裁判決を取り消し組合員Ｘ の請求を棄

却した35。

組合員Ｘ は、高裁判断を不服として上告した。最高裁

は、「民法上の組合の組合員が組合の事業に従事したこと

につき組合から金員の支払を受けた場合」、当該支払が組

合事業にかかる利益の分配か給与等の支払に該当するか

は、「当該支払の原因となった法律関係についての組合及

び組合員の意思ないし認識、当該労務の提供や支払の具体

的態様等を考察して客観的，実質的に判断すべきものであ

って、組合員に対する金員の支払であるからといって当該

支払が当然に利益の分配に該当するもの」ではないとした

うえで、この事例の場合、当事者は専従者に対する労務費

の支払を雇用ないし雇用類似の法律関係に基づくものと認

識しており、労務費は生産組合の利益の有無ないしその多

寡とは無関係に決定され，支払われていたとみられ，専従

者は管理者の指揮命令に服して労務を提供していたとみら

れるという事実関係に着眼し，組合員Ｘ が「本件組合か

ら労務費として支払を受けた本件収入をもって労務出資を

した組合員に対する組合の利益の分配であるとみるのは困

難というほかなく，本件収入に係る所得は給与所得に該当

すると解するのが相当である」と判示した36。

【表８】りんご生産組合事例判決の概要



②任意組合と組合員にかかる消費課税取扱が争

われた事例

任意組合と組合員の間では、消費課税につい

ても、二重課税か、租税回避かが問われる事例

が多く発生する。とりわけ、任意組合と組合人

との間での内部取引にパススルー課税のルール

を適用せずに、任意組合の法的性格をあたかも

任意団体／人格のない社団と認定し、消費課税

処分をする事例が散見される。

本件において、裁判所は二重課税にあたるかど

うかについて、その理由を次のように判示する。

「発注会社と組合である企業体との間の取引

とその組合員である原告会社との間の取引は別

個に考えるべきである。本件企業体から原告を

含む各構成員が下請受注した場合、各構成員の

出資割合が６分の１であるから、下請受注した

金額のうち、自己の出資割合に応じた６分の１

に相当する金額を除いた残りの６分の５が他の

構成員５社に対する課税売上になるところ、こ

の場合、他の構成員５社は、いずれも６分の１

の割合で出資しているから、下請受注した構成

員の受注した金額のそれぞれ６分の１を、控除

対象税額の計算上、課税仕入れとすることがで

き、このため、構成員全体の実質的な課税売上

に係る消費税額の総額は、本件企業体のＳ工業

からの受注総額に係る消費税額に一致し、二重

課税の問題は生じない。しかし、原告構成員が

【論説】パススルー課税が認められる事業体とは何か

20J T I税務ニュ－ズ No.1（2014.6.20） ⓒ2014 国民税制研究所 J T I

ちなみに、一般論として、従業員持株会を設置している会社が、自己株式の取得により、株主等に金銭の交付等

を行った場合、交付された金銭の合計額が、その会社の資本金等の合計額のうち交付の起因となった株式に対応

する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は「みなし配当」に該当する（所得税法２５条１項５

号）。この自己株式の取得があった場合に「みなし配当」を認識する課税取扱は、２００１〔平成１３〕年の商

法改正により会社の自己株式の取得や保有が法認されたことが引き金になっている。

この事例における主たる争点は、会社が従業員持株会に対する貸付金の回収に換えて、自社株による代物弁済

（民法４８２条）を受けた場合、みなし配当（所得税法２５条１項）にあたるかどうかである。

ちなみに、この事例において、従業員持株会は、会社から支払を受けた決算配当のうち配分済株式にかかる部分

について、「名義人受領の配当所得の調書合計表」を作成するとともに、構成員に対しその配分済株式に対する

配当金額およびその源泉徴収税額を記載した「名義人受領の配当所得の調書」を発行するなど、配分済株式にか

かる部分については、従業員持株会が業務に関連して他人のために配当所得の支払を受ける者（所得税法施行規

則９７条１項参照）であることを前提とした計算処理を行い、当該持株会が民法上の組合であることを前提とし

たパススルー課税取扱を受けていた。

裁判所は、所得税法２５条１項の『金銭その他の資産の交付を受けた場合』にいう「資産」には「金銭その他の

資産が実際に交付された場合だけでなく、同様の経済的利益をもたらす債務の消滅等があった場合も含むものと

解される」とした。そのうえで、この事例では、株主としての地位に基づき代物弁済により借入金債務の消滅利

益が発生していると判定し、資本等の金額を上回る部分は配当にあたると裁断し、訴えを棄却した。〔原審〕大

阪地判平２３.３.１７・訟務月報５８巻１１号３８９２頁／タインズＺ２６１-１１６４４（棄却・控訴）〔控訴
審〕大阪高判平２４.２.１６・訟務月報５８巻１１号３８７６／タインズＺ８８８-１６９３（棄却・上告）。な
お、所得税法２５条１項各号は、「みなし配当」として課税できる例を限定列挙するかたちになっており、「資

産」には金銭その他の資産と「同様の経済的利益をもたらす債務の消滅等があった場合も含む」とした裁判所の

拡張解釈ないし目的論的解釈には、租税法律主義の原則の視角からは大きな疑問符が付く。この事例の分析とし

ては、垂井英夫「代物弁済とみなし配当をめぐる税務問題（上）（中）（下）」税理５６巻１１号・１５号・５

７巻１号参照。
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【表９】自社株での代物弁済に対するみなし配当課税取
扱と従業員持株会の法的性格

この事例では、従業員持株会Ａを設置している原告建設

会社Ｘ（納税者）に対する貸付金の回収にあたり、Ａが保

有するＸの発行済み株式の代物別弁済により貸付金を消滅

させたことが発端である。このＡとＸの間での取引につい

て、課税庁Ｙは、取得株式に対応する資本等の金額を超え

る部分をみなし配当と認定、源泉所得税の納税告知処分、

不納付加算税の賦課決定処分をした。この処分を不服とし

て、Ｘがその処分の取消を求めて提訴したものである。訴

えの理由として、Ｘは、Ａが保有する株式の代物弁済によ

る借入金債務の消滅は、従業員の福利厚生対策の危機を救

済するためのもので、資本取引としての自己株式取得では

ないから、みなし配当に該当する事実関係は認められない

と主張した。また、この事例において、Ｘは、Ａは、かた

ちは任意組合であるが、その運営実態に照らせば、実質は

人格のない社団であるとし、Ｘが問われたみなし配当にか

かる源泉所得税漏れに対する課税処分に関しては、源泉所

得税の徴収義務者（受給者）は従業員持株会であると主張

し、従業員持株会を任意組合とし納税者（会社）を受給者

としてなした課税処分は違法であると主張した38。

裁判所は、従業員持株会の法的性格を任意組合であると

認定したうえで39、当該課税処分は違法ではないとした。

加えて、代物弁済により、株主としての地位に基づき借入

金の消滅という経済的利益が発生しているとして、資本等

の金額を上回る部分は配当とみなされると裁断し、Ｘの訴

えを棄却した40。

40



簡易課税制度を選択している場合には、課税仕

入れに係る消費税額は、課税売上に係る消費税

額の８０％相当額となることから、前記のよう

な等式が成立せず、結果的に簡易課税制度を選

択しない場合よりも多い消費税納税義務が生じ

るが、これは、構成員が簡易課税制度を選択し

た以上、やむを得ないものというべきである。」

任意組合は、パススルー課税という税制上の

利点を兼ね備えた仕組みとして構想されてい

る。したがって、課税庁や裁判所は、組合から

組合員である原告会社が受注した金額は、あく

までも各組合員間の取引（課税売上）と解すべ

きである。消費課税のかかる事例の裁断にあた

っては、とりわけ、わが国では、明確に任意組

合を消費税の独立した納税義務者としていない

ことにも留意すべきである42。

◆　むすびにかえて

～問われる法人格の有無に傾斜して課税取扱を決

めるルール

わが国の課税庁は、従来からＬＬＣやＬＰＳ

形態のハイブリッド事業体にかかる法人該当性

については、私法上の法人該当三要件基準に傾

斜するかたちで判定・課税取扱をしてきてい

る。しかし、東京地裁平成２３年７月１９日判

決43では、〝私法上の法人該当三要件基準は、

一般的に「法人」であるための必要要件である

ものの、法人と非法人である事業体を明確に区

分できる基準ではない。わが国の税法上の法人

は、設立準拠法に基づき法人格を付与すると定

めていることに加え（法人格付与基準）、損益

の帰属主体として設立されているかどうか（損

益帰属主体性基準）により判断すべきである〟

と正鵠を射た判断を示している。

ハイブリッド事業体がますます多様化する今

日、法人格の有無という形式的基準だけに頼っ

て、問題の事業体が法人に該当する否かを的確

に判定するのは難しい時代に入っている。アメ

リカ型のチェック・ザ・ボックス・ルール（Ｃ

ＴＢルール）をわが国に導入するのも一案であ

るが、この案に対しわが国財政当局からの賛意

はにわかには期待できまい。しかし、法人格の

有無という形式的基準だけに頼る法解釈を続け

ることは、いたずらに経済的二重課税の問題を

放任することにもつながりかねない。今日のグ

ローバル化した法環境も勘案すれば、ハイブリ

ッド事業体の法人該当性については、法人格の

有無という形式的基準に加え、そもそもその事

業体が、損益の帰属主体として設立されている

かどうか（損益帰属主体性基準）により実質的

に判断すべきであるとする解釈は重い意味を持

っている。

また、任意組合は、損益の直接の帰属主体は

組合員であるというパススルー課税の特性を兼

ね備えた仕組みとして構想されている。このこ

とを織り込んで考えると、所得課税か消費課税

かを問わず、損益の帰属主体として設立されて

いるかどうか（損益帰属主体性基準）を尊重し

たうえでの統一的な法の適用・解釈が求められ

るのではないか。

（いしむらこうじ・白鷗大学教授）
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【表１０】任意組合と組合員との間での内部取引への消
費課税は二重課税か否か

植栽工事等を営むために民法に準拠して成立した任意組

合とその組合員との間の下請取引に消費税を課す更正処分

は、当該組合の課税売上と下請工事にかかる課税売上に対

して二重に課税（簡易課税を採用していた法人組合員は内

部取引が課税売上として加算）されることになることか

ら、当該処分は違法であるとして取消を求めた訴訟があ

る。

この事例において、裁判所は、次のように判示してい

る。①民法上の組合が、その共同事業によって取得した財

産は、当該組合の財産として総組合員の共有に属し組合員

自身の財産と区別される。③組合と組合員との取引により

組合が財産を取得した時に、組合財産については、当該取

引をした組合員と他の組合員の共有となる。したがって、

④組合と組合員との取引は内部取引とはいえ、消費税の課

税対象となる41。

福岡地判平１１.１.２６・税資２４０号２２２頁／タインズZ２４０-８３２２（棄却・確定）〕本件注釈として
は、桜井四朗「任意組合と組合員間の取引と消費税」月刊税務事例３１巻６号参照。

パートナーシップ課税一般については、『パートナーシップの課税問題』日税研論集４４号、髙橋祐介『アメリ

カ・パートナーシップ所得課税の構造と問題』（清文社、２００８年）参照。

タインズＺ２６１-１１７１４。
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1.事案の概要
本件は、結婚式場、披露宴会場の運営等を目

的とする株式会社であるＸ（原告）が、専門結

婚式場等の敷地の用に供することを目的とし

て、事業用定期借地権設定契約（以下「本件契

約」という。）を締結した際、仲介業者に対し

て支払った仲介手数料（以下「本件仲介手数

料」という。）の金額を平成２１年３月期（平

成２０年４月１日から平成２１年３月３１日ま

での事業年度をいう。以下同じ）の損金の額に

算入して法人税の確定申告をしたところ、Ｙ

（被告）から、本件仲介手数料について、本件

契約の締結により設定された事業用定期借地権

（以下「本件定期借地権」という。）を取得す

るために支出したものであり、本件定期借地権

の取得価額に含めるべきものであって、平成２

１年３月期の損金の額に算入されないなどとし

て、平成２１年３月期の法人税の更正（以下

「本件更正処分」という。）及び過少申告加算

税賦課決定（以下「本件賦課決定」という。）

を受けたため、本件仲介手数料は平成２１年３

月期の損金に算入されるべきであり、これをし

なかった本件更正処分等には法令の解釈適用を

誤った違法があるなどと主張して、その一部取

消しを求めた事案である。

2.前提事実
（１）Ｘ等

Ｘは、昭和６１年６月１９日に設立された株

式会社であり、結婚式場及び披露宴会場の運

営、記念品を軸とした商品の販売並びにサービ

スの提供を事業内容としている。

（２）本件契約等

ア 本件契約に先立つ予約契約

Ｘは、平成２０年１０月１日、双日株式会社

（以下「双日」という。）との間において、双

日の所有する千葉県浦安市に所在する土地４４

５６.３平方メートル（以下「本件借地」とい

う。）につき、専門結婚式場等の敷地の用に供

することを目的として、双日を賃貸人、Ｘを賃

借人とする事業用定期借地権設定契約を締結す

る旨合意し、同契約に関し、事業用定期借地権

設定予約契約（以下「本件予約契約」といい、

同日付けの本件予約契約に係る事業用定期借地

権設定予約契約書を「本件予約契約書」とい

う。）を締結した。

本件予約契約書には、次の記載がある。

（ア）地代

１か月１３４８万円（消費税等別）とする。

ただし、建設着工日より営業開始日までの期間

は、Ｘは、双日に対し、上記地代の３分の１に

相当する１か月４４９万３０００円（消費税等

別）を地代として支払うものとする。

（イ）予約証拠金及び敷金

敷金は、月額地代の１２か月分の１億６１７

６万円とする。Ｘは双日に対し、本件予約契約

の締結と同時に、予約証拠金として８０８８万

円を預託する。ただし、予約証拠金には利息を

付さないものとし、同証拠金は、本件契約締結

時に、敷金の一部に充当されるものとする。敷

金の残額８０８８万円については、Ｘは、双日

に対し、工事着工日に支払うものとする。

また、本件予約契約が解除された場合、双日

は、Ｘに対し、速やかに預託された予約証拠金

を返還する。

イ 本件契約

Ｘは、平成２０年１２月１６日、双日との間

において、双日を賃貸人、Ｘを賃借人とする本
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22J T I税務ニュ－ズ No.1（2014.6.20） ⓒ2014 国民税制研究所 J T I

事業用定期借地権にかかる仲介手数料は取
得価額に加算、損金に算入されないか否か

【事例研究】

大 竹 正 幸 （国民税制研究所研究員）

東京地裁平成２４年７月３日判決（棄却・控訴）【タインズＺ８８８-１７０８・ＬＥＸ／ＤＢ２５４９５３２４】

東京高等裁判所（訴訟係属）

N o .２０１４－１



件契約を締結し、同契約に係る公正証書（以下

「本件公正証書」という。）を作成した。

本件公正証書には次の記載がある。

（ア）本件契約に基づく賃貸借の期間は、平成

２０年１２月１６日から平成４２年３月３１日

までとする。本件契約は、上記期間の満了によ

り終了し、その更新がないものとする。（イ）

本件契約における地代（以下「本件地代」とい

う。）は、１か月金１３４８万円（消費税等別）

とする。（ウ）Ｘは、双日に対し、敷金とし

て、金１億６１７６万円を預け入れるものとす

る。（エ）上記敷金については、利息を付さ

ず、双日は、本件契約が終了し、本件借地の明

渡しが完了したときに、Ｘにこれを返還する。

ただし、本件契約に基づく延滞賃料、損害金等

のＸの負担すべき債務が残存するときは、双日

は、任意に上記敷金をもってその債務の弁済に

充当することができる。

（３）本件仲介手数料

ア 本件仲介手数料の支払

（ア）Ｘは、双日との間で本件予約契約の締結

の際に同契約を媒介したLASTING・VISIONS株

式会社（以下「ＬＶ社」という。）から、宅地

建物取引業法３４条、３５条及び３５条の２の

規定に基づき、同法３５条１項所定の本件借地

に係る重要事項等の説明を受け、同条項で規定

する重要事項説明書を受領するとともに、本件

契約成立時に仲介手数料として本件地代の１か

月分に相当する金額を支払うことを承諾した。

（イ）その後、Ｘは、平成２０年１２月１６

日、双日との間で本件契約を締結し、その翌日

である同月１７日、ＬＶ社に対し、１か月分の

本件地代に相当する１３４８万円に消費税等の

額を含めた１４１５万４０００円を本件仲介手

数料として支払った。

イ 本件仲介手数料に係るＸの経理処理

Ｘは、平成２０年１２月１７日付けで、ＬＶ

社に支払った本件仲介手数料１４１５万４００

０円のうち消費税等の額を除く１３４８万円を

支払手数料として計上し、平成２１年３月期の

損金の額に算入した。

3.争点及び争点に関する当事者の主張の要旨
本件更正処分等の適法性、すなわち、本件仲

介手数料は本件定期借地権の取得価額を構成

し、損金に算入されないか否かが争点であり、

これに関する当事者の主張の要旨は以下のとお

りである。

（Ｙの主張の要旨）

（１）事業用定期借地権は、法人税法２条２

２号及び施行令１２条が定める法人税法上の固

定資産のうち「土地の上に存する権利」に含ま

れるところ、借地権等の非減価償却資産の取得

価額の範囲については、法人税法上、明文の規

定がない。

この点、法人税法２２条３項及び４項は、法

人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業

年度の損金の額に算入すべき原価、費用及び損

失の額について、一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準に従って計算されるべき旨規定

していることから、借地権等の非減価償却資産

の取得価額についても、上記基準に従い解釈す

べきである。そして、上記基準を要約したもの

と認められる企業会計原則（第３の５）によれ

ば、貸借対照表に記載する資産の価額は、原則

として、当該資産の取得原価を基礎として計上

しなければならないこととし、有形固定資産の

取得原価には、原則として、当該資産の引取費

用等の付随費用を含めることとされている。

施行令５４条１項１号は、固定資産のうち減

価償却資産の取得価額の範囲について、〔１〕

当該資産の購入代価（引取運賃、荷役費、運送

保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購

入のために要した費用がある場合には、その費

用の額を加算した金額）及び〔２〕当該資産を

事業の用に供するために直接要した費用の合計

額とする旨規定しているところ、これは上記会

計慣行を明文をもって規定したものであり、同

項は、借地権等の非減価償却資産の取得価額の

範囲について規定するものではないが、取得価

額の範囲について減価償却資産と非減価償却資

産とで別異に解すべき理由はないし、公正妥当

な会計慣行からすれば、非減価償却資産の取得

価額についても、減価償却資産の取得価額に関

する上記規定を類推適用するのが相当である。

これと同様の趣旨から、基本通達７－３－１６

の２は、非減価償却資産である固定資産の取得

価額については、別に定めるもののほか、施行

【事例研究】事業用定期借地権にかかる仲介手数料は取得価額に加算、損金に算入されないか否か

J T I税務ニュ－ズ No.1（2014.6.20） 23 ⓒ2014 国民税制研究所 J T I



令５４条の規定及びこれに関する取扱いの例に

よると定め、基本通達７－３－８は、普通借地

権の取得価額につき、借地契約に当たり支出し

た手数料その他の費用等の付随費用が含まれる

旨を定めているが、この定めは上記の趣旨に沿

ったもので相当であり、事業用定期借地権につ

いても適用されるものと解される。

したがって、事業用定期借地権の取得価額に

は、事業用定期借地権の対価として土地所有者

に支払った金額のほか、基本通達７－３－８に

定める付随費用も含まれると解すべきである。

なお、借地権の設定は、直接「資産の購入」

という概念には当てはまらないが、借地権の取

得価額について施行令５４条１項１号の類推適

用を受けるのは、権利金の授受があるなど借地

権設定の対価が明示的に存在するときのみなら

ず、実質的に借地権設定の対価としての意味を持

つ給付が伴うときも含まれるものと解される（近

隣の地価よりも比較的高い相当地代が収受される

借地契約であっても、借地権の対価としての意味

を持つ給付がされないとは限らない。）。

（２）これを本件についてみるに、本件契約

によれば、本件定期借地権は事業用定期借地権

と認められ、Ｘは、本件契約に当たり、双日に

対し、権利金を支出した事実はないものの、本

件地代の６か月分に相当する額８０８８万円を

敷金として無利息で差入れており、双日におい

て、本件契約が終了し、本件借地の明渡し完了

時に同金員をＸに返還するまでの間、上記敷金

の運用益を得ることができることとなる。

このように、Ｘは、賃貸人たる双日に対し

て、本件定期借地権の取得に伴い直接的な対価

としての支出をしていないものの、本件契約に

基づき無利息の敷金を差し入れることにより、

双日に経済的利益を与え、事業用定期借地権を

現実に取得したということができ、上記敷金は

借地権の対価に当たるから、施行令５４条１項

１号が類推適用され、取得価額の範囲について

は基本通達７－３－８に従うこととなる。

そして、本件仲介手数料は、Ｘが、本件契約

に際して、ＬＶ社がその媒介をしたことに対す

る対価として同社に支払ったものであり、借地

契約に当たり支出した手数料であって、本件定

期借地権の取得に要した付随費用に該当するか

ら、企業会計原則に照らしても本件借地権の取

得価額を構成するというべきである。

したがって、本件仲介手数料の額のうち、消

費税等の額を除いた１３４８万円は、平成２１

年３月期の所得の金額の計算上損金の額に算入

することはできず、借地権の取得価額として資

産に計上しなければならない。

（Ｘの主張の要旨）

（１）借地権の取得価額の取扱いを定めた直

接の規定はないため、施行令５４条の規定によ

らざるを得ないが、同条１項１号は、「購入し

た減価償却資産の取得価額」と規定されている

ところ、本件定期借地権は、貨幣額で合理的に

測定できないものであり、法人税法上の「資

産」に当たらないし、「購入」の字義的な意味

からすれば、売買（本件においては事業用定期

借地権設定）が約され、代金額が明示されるこ

とが不可欠な要素であるところ、本件契約にお

いては借地権の対価は支払われておらず、「購

入」にも当たらない。

また、施行令５４条１項１号は、当該資産の

購入のために要した費用は、購入の代価に加算す

ると規定しているところ、「加算」とは、取得価

額に当該資産の購入のために要した費用を加える

ことであり、対価の支払がなく、取得価額が零の

本件契約の場合には、資産の購入に要した費用が

発生する余地はない。仲介手数料も当然に取得価

額を構成するものではないところ、借地権の対価

として支払った金額がない本件契約において

は、加算する対象の貨幣的評価額がないので、

本件仲介手数料は取得価額に含まれない。

そして、基本通達７－３－８の定めが合理的

なのは、対価として支払った金額及び借地契約

に当たり支出した手数料その他の費用の額を借

地権の転売によって回収することができ、又は

土地所有者から立退料名目で代価を得る時点で

一括回収することができることによるものであ

るところ、本件定期借地権は、転売できるよう

な資産価値もなく、立退料も一切支払われない契

約となっているため、費用を回収することは不可

能であるから、上記通達は本件には妥当しない。

よって、本件仲介手数料を本件定期借地権の取

得価額とする本件更正処分は違法であり、これを

前提としてされた本件賦課決定も違法である。

（２）Ｙは、Ｘが無利息の敷金を差し入れる
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ことにより双日に経済的利益を与えており、こ

れが借地権の対価に当たると主張している。

しかし、敷金の法的性質は、賃貸借契約終了

の際、賃借人に債務不履行があるときは当然に

その債務の弁済に充当され、債務不履行がなけ

れば返還するという停止条件付き返還債務を伴う

金銭所有権の移転であり、借地権の対価というべ

き経済的利益の提供には該当しない。また、法人

税法上、会計処理上、敷金の差入れによる経済的

利益の額を計算したり、収益に計上するとか、資

産に計上するとかの規定や取扱いは特にない。

本件契約に基づく敷金の差入れも上記の一般

的な敷金の差入れと同様に借地権の対価という

べき経済的利益の提供には当たらないから、Ｙ

の上記主張は理由がない。

４.地裁の判断
法人税法は、資産の取得価額や損金の算入に

関して個々具体的な個別的規定を定めているも

のの（同法２９条ないし６０条の３）、事業用

定期借地権の設定に際して支出した仲介手数料

が当該事業用定期借地権の取得価額を構成する

か、そうではなく支出した事業年度の損金に算

入されるべきかについては、具体的な明文の規

定を定めておらず、一般的規定として、法人税

の課税標準である各事業年度の所得の金額は、

当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損

金の額を控除した金額とすることとされている

ところ（同法２２条１項）、同法は、法人の各

事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の

損金の額に算入すべき当該事業年度の収益に係

る原価、費用、損失の額は、一般に公正妥当と

認められる会計処理の基準に従って計算される

ものとすると定めるにとどまっている（同条３

項、４項）。したがって、これらの定めからす

れば、上記のような事業用定期借地権設定の際

の仲介手数料が事業用定期借地権の取得価額を

構成するか、そうではなく支出した事業年度の

損金に算入されるべきかについては、一般に公

正妥当と認められる会計処理の基準や上記個別

規定に現れた法の政策的・技術的配慮をしんし

ゃくして解釈すべきである。

施行令５４条１項１号は、減価償却資産の償

却費の計算及びその償却の方法を定めた法人税

法３１条６項の委任を受けて、減価償却資産の

取得価額の範囲を当該資産の購入代価（引取運

賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税そ

の他当該資産の購入のために要した費用がある

場合には、その費用の額を加算した金額）及び

当該資産を事業の用に供するために直接要した

費用の額の合計額とすると定めているが、これ

も、有形固定資産のうち減価償却資産の取得原

価の取扱いに関する企業会計原則を明文で規定

したものと解することができる。他方、施行令

は、事業用定期借地権のような非減価償却資産

の取得価額の範囲については特に規定していな

いが、無形固定資産についても、取得原価につ

いてはまず当該資産の取得のために支出した金

額を考慮するものとされていて、有形固定資産

の取得価額に関する企業会計原則と同様の考え

方を採っていることや、減価償却資産と非減価

償却資産はその残存価額の点等で違いは出てく

るものの、このことから取得価額の範囲につい

て違いを生じさせることにもならず、別異に解

すべき理由も特に見当たらないことからすれ

ば、非減価償却資産である事業用定期借地権に

ついても施行令５４条１項１号を類推適用する

のが相当である。

これに対し、Ｘは、本件定期借地権は、貨幣

額で合理的に測定できないから、施行令５４条

１項１号にいう「資産」に当たらず、本件定期

借地権の設定は代金額が明示されておらず対価

の支払もないから「購入」に当たらないし、そ

うである以上、費用の「加算」ということもあ

り得ないから、本件定期借地権の取得価額の範

囲について施行令５４条１項１号は類推適用さ

れないと主張している。

しかし、借地借家法２３条２項の事業用定期

借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を

目的とし、かつ、存続期間を１０年以上３０年

未満とする借地権であり、借地権者の建物買取

請求権は認められず、普通借地権のような更新

や期間の延長はないものの、最低存続期間が保

障され、当該期間内において当該土地を独占的

に使用収益する権利が保障されているものであ

る。このような権利内容からすると、少なくと

も他人の土地を借りて、独占的に使用収益する

ことによって得られる利益又は便益は、借地権

の経済的価値を成すものということができる。

本件定期借地権も、「土地の上に存する権利」
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である以上、法人税法２条２２号の固定資産と

して法人税法上の資産に該当するし、本件定期

借地権の価額は明らかではないものの、その権

利内容としても、本件借地を専門結婚式場等の

敷地として、当該事業の用に供して独占的に使

用収益する利益又は便益を有するものである

し、これによる相当程度の収入も見込まれるこ

とからすれば、経済的価値を有することは明ら

かであり、不動産鑑定の手法を通じて貨幣額上

の評価をすることも可能であるから、「資産」

に当たらないとのＸの主張は理由がない。

そして、施行令１３８条が、借地権を設定し

た地主である内国法人について、借地権の設定

により当該土地の価額が２分の１以上下落する

場合（当該土地の帳簿価額の一部を借地権の設

定があった日の属する事業年度の所得の金額の

計算上、損金の額に算入することになる場合）

に該当する場合において（同条１項）、借地権

等の設定に伴い、通常の場合の金銭の貸付けの

条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け

（いずれの名義をもってするかを問わず、これ

と同様の経済的性質を有する金銭の交付を含

む。）その他特別の経済的な利益を受けるとき

は、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭

の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その

他当該特別の経済的な利益の額をその設定の対

価の額に加算した金額を借地権の設定の対価と

すると定めている（２項）ことからすると、法

人税法及び施行令は、権利金等の借地権設定の

際に授受される地主において将来返還する必要

のない一時金のみを借地権設定の対価とすると

までは限定しておらず、通常の場合の金銭の貸

付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の

貸付けを受ける場合に、当該金銭の貸付けによ

り通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比

して受ける利益の額（特別の経済的利益の額）

についても、借地権設定の際に授受される対価

を構成するものとして排除していないといえる。

これを本件定期借地権についてみるに、前記

のとおり、Ｘにおいて専門結婚式場等の敷地と

して独占的に本件借地を長期間使用収益すると

いうものであって、借地権設定者に借地人によ

る長期間の使用収益を甘受させ、底地価額の下

落といった経済的負担を強いるものといえると

ころ、権利金の授受はされてはいないが、前提

事実でも認定したとおり、Ｘは、借地権設定者

である双日に対し、本件契約締結日及び工事着

工日に、それぞれ地代６か月分に相当する８０

８８万円の合計１億６１７６万円（地代の１２

か月分）を敷金として差入れることとされてお

り、当該敷金に関する契約内容も、敷金返還請

求権には、利息が付されず、双日は、本件契約

が終了し、本件借地の明渡しが完了したとき

に、本件契約に基づく延滞賃料、損害金等のＸ

の債務が残存するときは、上記敷金で債務の弁

済に充当し、残額をＸに返還するというものと

なっている。このように、敷金の額としても地

代の１年分と多額であり、利息も付されておら

ず、返還時期も最長２０年と長期間に及ぶこと

からすれば、上記敷金は、単なる未払地代や原

状回復費用の担保としての性質を有するにとど

まるものと断定することはできず、双日におい

て多額の金員を無利息で受領して、長期の返済

猶予を得て資金運用することができるものと評

価し得るから、上記敷金は、通常の場合の金銭

の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金

銭の貸付けに該当し得る。

したがって、双日が上記の資金運用によって通

常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して

受ける利益（差額的利益）が存在し得るとこ

ろ、これが本件定期借地権の設定の広義の対価

に該当することは明らかであるから、本件定期

借地権の設定（取得）につき施行令５４条１項

１号の類推適用をすることは許されるものとい

うべきであり、Ｘの上記主張は理由がなく、採

用することができない。

５.私見
本件は、事業用定期借地権の設定契約の際に

不動産業者に対して支払われた仲介手数料が損

金の額に算入されるか否かについて争われた事

例である。

事業用定期借地権は、法人税法２条２２号所

定の固定資産のうち「土地の上に存する権利」

に該当し、土地と同様の取扱いを受けるため非

減価償却資産とされている。

法人税法では、施行令５４条１項１号におい

て減価償却資産の取得価額の範囲について規定

しているが、非減価償却資産の取得価額の範囲

については具体的な明文規定を置いていない。

【事例研究】事業用定期借地権にかかる仲介手数料は取得価額に加算、損金に算入されないか否か
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そのため、本件においては、当該仲介手数料が

当該事業用定期借地権の取得価額に加算される

か否かが問題とされた。

この点について、地裁は、①一般に公正妥当

な会計処理の基準を要約したものと認められる

企業会計原則を斟酌した結果、有形固定資産の

取得価額と無形固定資産の取得価額に同様の考

え方が採用されていること②当該事業用定期借

地権が、不動産鑑定の手法により評価可能な経

済的価値を有していること、③施行令１３８条

２項が、特別の経済的利益の額（高額とされる

敷金による運用益）についても借地権設定の対

価とする旨規定していることなどを根拠として、

非減価償却資産である当該事業用定期借地権に

対して施行令５４条１項１号の類推適用を認

め、当該仲介手数料が当該事業用定期借地権の

取得価額に加算されるとの判断を示している。

そこで、地裁の判断について以下検討する。

①地裁が、一般に公正妥当な会計処理の基準

を要約したものと認められる企業会計原則を斟

酌した結果、有形固定資産の取得価額と無形固

定資産の取得価額に同様の考え方が採用されて

いることから、当該事業用定期借地権に対して

施行令５４条１項１号の類推適用を認めたこと

について

当該仲介手数料は、地裁の判断によれば、当

該事業用定期借地権の取得価額に加算され非減

価償却資産とされるため、当該事業用定期借地

権の消滅や譲渡等に際して除却損失や譲渡原価

等として損金算入されることになるが、そうす

ると課税が先行することになり、費用収益対応

の原則を定める企業会計原則に反することにな

ると考える。

②地裁が、当該事業用定期借地権が不動産鑑

定の手法により評価可能な経済的価値を有して

いると判断したことについて

定期借地権については、「その存続期間が満

了すれば当然に土地が返還されることから、そ

の権利は単なる債権（土地利用請求権）にすぎ

ないので、権利金を授受しない代わりに期間満

了により無償で借地を返還することにするこの

制度の創設目的に照らせば権利金を授受する取

引上の慣行は生じない」1と解されている。

そのため、当該事業用定期借地権契約は本来

その経済的価値を評価する必要のない借地契約

であり、本件において、税務上及び会計上で借

地権を認識する必要性は無いと考える。

③地裁が、施行令１３８条２項が特別の経済

的利益の額についても借地権設定の対価とする

旨規定していることから、高額とされる敷金に

よる運用益が借地権設定の広義の対価に該当す

ると判断したことについて。

確かに、施行令１３８条２項は、特別の経済

的利益の額があるときはその利益額についても

借地権設定の際に授受される対価を構成する旨

規定している。しかし、同条２項は、「前項の

規定に該当する場合において」との前提条件を

設けていることから、同条２項を適用するため

には、同条１項の規定に該当する必要がある。

当該事業用定期借地権については、同条１項

に規定する「借地権の設定により地価が著しく

低下する場合」には該当せず同条２項が適用さ

れることはない。したがって、高額とされる敷

金による運用益が、同条２項の適用を受け借地

権設定の広義の対価に該当するとした地裁の判

断は、その前提条件を欠いたものであり誤りで

あると考える。

そもそも、地裁は、当該敷金の額が地代の１年

分の金額であることから、当該敷金が高額であ

るとしているが、本件においては、当該敷金が

高額であるか否かについての事実認定が全く行

われていない。

定期借地契約時の敷金に関しては、「敷金の

額は、賃料の１～２年分と比較的少額となる

が、その分、地代水準は高額になる。」2との指

摘があることから、当該敷金が高額であるか否か

については、十分な事実認定を行ったうえで、そ

の地代水準と併せて検討すべきであると考える。

以上のことから、当該事業用定期借地権に対

して施行令５４条１項１号の類推適用を認め、

当該仲介手数料が当該事業用定期借地権の取得

価額に加算されるとした地裁の判断は支持する

ことができない。

（おおたけまさゆき・白鷗大学大学院）
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若林孝三『借地権の税務【第６版】』（大蔵財務協会、２００８年）１０１頁参照。
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税理士資格自動付与問題、税理
士・公認会計士間で一応の結着

【税界の動きを読む】

～ひさしを貸して母屋を取られたのか？

公認会計士に対する税理士資格自動付与制度

は問題だということで、日税連（日本税理士会

連合会）が税理士法改正を求めて、昨年（２０

１３年）９月に、日刊紙に意見広告を掲載し

た。これを機に、日本公認会計士協会や公認会

計士有志や監査法人などが反論の意見広告を日

刊紙に掲載した。さらに、ＴＶスポット広告を

流すなど、双方の士業がバトルを繰り返した。

その後、日税連と日本公認会計士協会による

意見調整がはかられた。その結果、税理士資格

について定めた税理士法3条について「さらな

る見直しを求めない」との確認書を取り交わ

し、手打ちをした。から騒ぎ、不透明な手打

ち、あっけない決着に、大方の税理士は日税連

執行部への不信感を露わにしている。

この手打ちにより、日税連が能力担保措置と

して税理士科目の試験を課すという主張は葬ら

れた。その代わり、公認会計士試験合格者に対

して一定の税法研修の受講を義務づけることに

なった。この研修は、平成２９年４月以降の合

格者から適用される。

近年の公認会計士試験の簡素化に伴い、難関

な税理士試験をバイパスし、税理士資格を取得

するルートとして公認会計士試験をねらう人た

ちが急増した。しかも、公認会計士資格を取得

しても、「監査」などで喰えない人たちが大勢

いる。こうした人たちの「税務」へ流入が続い

ている。だが、今回の日税連執行部のよる手打

ち内容では、こうした流入を防ぐことは至難で

ある。「税務」の市場競争が激化し、ますます

喰えない税理士の増加が予想される。

一般の市民・納税者からみると「税務」業務

に政府規制をかけて、〝専門職〟とし、無償独

占、絶対独占していること自体、問題と映る。

政府規制撤廃の時代には似合わないのではない

か、という声もある。判断業務は不得手で、非

専門職でもできる記帳業務や申告書の作成など

税務署のお手伝いさんに徹している税理士が多

すぎるのも現実である。

すべての医師が難しい手術をこなせる技術を

持つ必要がないのもしかりである。だが、店頭

のレジ情報から会計書類が自動的に作成できる

時代である。税務署のお手伝いさん的な業務で

競争するのは大変な時代であることは常識であ

る。こうした当り前のことを理解できないで、

税務専門職を名乗る人の方が問題なのではない

だろうか。

要するに、難しい判断業務や国際税務が不得

手な税理士が多すぎるということであろう。企

業が海外進出すると、監査法人の多くは、その

企業に付き添って、あるいは提携先を通じて税

務サービスができる。しかし、かたちばかりの

数多くの税理士法人はどうだろうか？

確かに、税理士界から見ると、「監査」では

喰えない公認会計士が「税務」へ乱入してくる

のは、耐え難いというのも理解できないことも

ない。また、試験制度を置き、税務業務を無償

独占としているのも、税理士の「資質（ＱＣ）」

を確保するためとの反論もあろう。しかし、税

理士試験そのものも、大学院や税務職員経験者

への試験免除のバイパスルートが強固なものに

なっている。税理士界にはこの常態を変えよう

とする気概が感じられない。正規試験ルートは

崩壊寸前である。税理士界にとっては、科目免

除制度の廃止や試験の簡素化を含めた税理士試

験の正常化、建てなおしも重い課題である。

（Taxing Woman）



家計を狙い撃ちにした増税が目白押しであ

る。財務省は、念願の消費税増税を実現したば

かりだが、政府税調などのお雇い有識者機関を

使い、さらに個人への徹底増税を画策してい

る。今度は「配偶者控除制度の見直し」をまな

板に乗せ、年間３８万円の非課税枠にあたる配

偶者者控除の廃止／縮小の料理をし始めた。専

業主婦のいる家族を狙い撃ちすることになる。

一方では、収入の少ない主婦が保険料を払わ

なくても国民年金がもらえる「３号被保険者制

度」【国民年金加入者のうち、厚生年金／共済

年金に加入すれうる第２号被保険者に扶養され

ている２０歳以上６０歳未満の配偶者で、年収

１３０万円未満の人をいうが、大半は「サラリ

ーマンの妻で専業主婦」があてはまる。】も問

題視され、存廃の岐路にある。政府が近く行う

公的年金財政検証では、パートなど非正規勤労

者も厚生年金などの適用対象に広げる議論が始

まる。

安倍政権が発足して以降、メディアでは「女

性の就労拡大」論議が盛んだ。議論の火付け役

は、この３月に開催された政府の経済財政諮問

会議と産業競争力会議。第一回合同会合では

「女性の活躍促進」が主要なテーマの一つと位

置づけられた。

女性のファイナンシャルプランナーが書いて

いる記事を目にした。いわく、女性は働き方に

よって、生涯賃金が２億円以上違ってくる。ま

た、働けば、老後のもらえる年金額も大きく増

えてくる。夫婦共稼ぎは不確実な時代に立ち向

かっていく武器になる（日本経済新聞２０１４

年５月１４日朝刊記事、花輪陽子「３０代共稼

ぎ夫婦のサバイバル家計術／賃金・年金３億円

近く差」）。この記事を書いた人の〝意図〟は

ともかくとして、こうしたプランを実行できる

夫婦は全世帯の何パーセントいるのだろうか？

他に目をやると、政府のお雇い有識者機関

「選択する未来」は、５月１３日に、人口減に

対処するために、人口規模が均衡する「２．０

７」まで回復させて、５０年後も１億人の人口

規模を保つという「成果目標値」を設ける中間

報告書を公表した。４月２１日に開催された内

閣府の有識者会議「少子化危機突破タスクフォ

ース」でも、いったんこうした一定の成果目標

値を設定する提案を支持する意見が多数を占め

た。だが、５月１５日の会合では、批判を気に

してか、数値目標値の設定を断念した。

子どもを持つか、あるいはどれくらいの数の

子どもをつくるかは、本来「プライバシー」の

問題である。国家が、こうしたプライバシー問

題に必要以上の介入をすることは女性の〝人格

権の侵害〟につながりかねない。わが国は、中

国の一人っ子政策に批判的であったはずだが？

第一、こうした数値目標を担保する子育て財源

についても具体策が示されていない。また、政

府は、高齢者介護も家族に依存する度合いを強

める政策を打ち出している。この点でも、結

局、女性が傾斜的に重荷を背負うことになるの

ではないか。

さらに、厚労相は５月１１日に、高齢者の働

き方が多様化していることを踏まえ、現在、個

人の選択で公的年金の支給開始年齢を７０歳ま

で延ばせる制度について、７５歳程度まで延ば

せる方向で検討を始める考えを示した。

学問的には、反対給付を期待しないで支払を

求められるのが税金で、反対給付を期待して支

払うのが社会保険料であるとされている。支給

年齢が７５歳の年金制度に保険料を支払うこと

は、事実上、年金をもらえない人が増え、「社

会保険料」は「税金」と同じということになり

かねない。

消費税の８％負担を求めるに際して、消費税

法を改正し、「消費税の税収については・・・

毎年度、制度として確立された年金、医療及び

介護の社会保障給付並びに少子化に対処するた

めの施策に要する経費に充てるものとする」

（消費税法２条２項）とうたった。このうたい

文句は、もうすでに風前のともし火である。

【時事コラム】〝税重くして、民滅ぶ〟配偶者控除見直し論の狙い
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政府やお雇い有識者機関は、「配偶者控除制

度の見直し」では、配偶者控除を維持すること

に〝税収〟を〝ムダ遣い〟するよりも、夫婦共

稼ぎをしやすい環境整備に〝税収〟を〝活用〟

しようと主張しているようだ。また、日本型雇

用制度が崩壊するなか、生活スタイルを大きく

変えて世帯年収を増やしてはどうかとの提案と

も取れる。女性の就労拡大には、いわゆる１０

３万円の壁は働きたい〝女性の敵〟との論法で

ある。１０３万円の壁は給与所得控除の６５万

円まで低くする方向だ。また、もう一方の１３

０万円の壁を崩すための布石にもなる。

政府やお雇い有識者機関の提案は、〝なるほ

ど〟とうなずけるようにも見える。だが、女性

に生涯に「２．０７」の子どもを産めとの達成

不可能な数値目標を課す。その一方で、女性の

就労拡大をプロパガンダに、配偶者控除はその

阻害要因と名指し、その廃止／縮小を図る。女

性は、働いて自らが年金掛け金を払えば７５歳

になれば年金はもらえる？仕組みにする。だ

が、仮に子育て環境が整備されたとしても、女

性は高齢者介護に動員され、「２．０７」の子

育てをしながらフルタイムで働ける女性がどれ

だけいるのか、大きな疑問符がつく。

政府の提案は、生煮え、支離滅裂なように映

るばかりか、女性の現実の就労実態に目をふさ

いでいる。こうした政府提案が現実のものにな

るとすれば、女性は、子育てや高齢者介護など

に疲労困憊し、生涯にわたりパートの掛持ち長

時間就労を強いられ、〝ゆとりあるくらし〟と

はほど遠い未来が待っている。

復古調の安倍政権には「良妻賢母」が似合う

ように見えるのだが。ふつうの女性に対し、こ

んなにまでフレンドリーでない政策をたて続け

に示すようでは「銃後の妻」も座視してはいら

れまい。 （Taxing Woman）

（編集局長　中村克己）

JTIの機関誌『国民税制研究』（電子版）に続き、『JTI税務ニューズ』（電子版）の創刊に何とか
こぎつけられた。石村代表、辻村事務局長をはじめとして国民税制研究所の役員の方々にはこころか

ら感謝申し上げる。小学校でｉ－ｐａｄのようなタブレット型ＰＣが導入される時代である。いず

れ、紙媒体の商業税務雑誌は、フリー電子税務ジャーナルに取って代わる時代に入るのではないか。

『JTI税務ニューズ』は、タブレット型ＰＣで読める電子ジャーナルを目標としている。速報性を考

慮に入れつつ、オリジナリティのある記事や論説、事例研究などを盛り込んで発行する方針である。

次号からは、多様な執筆陣営、内容で刊行できればと考えている。会員諸氏のご協力を切にお願いし

たい。
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